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人口減少と高齢化を背景とした税収の伸び悩みや福祉需要の増大など、地方自治体の行財政運営を取り巻く環

境が厳しさを増す中で、地域の持続的な発展を可能とするため、地方自治体においては、行財政運営の効率と質

の向上を図っていくことが強く求められます。 

こうした状況を踏まえ、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング自治体経営改革室では、全都道府県、市区を

対象として、自治体経営の実態と課題に関する実態調査を平成 28 年度より実施しています。 

本年度の調査では、昨年度から継続して把握している総合計画、行政評価、成果報酬型の事業制度（ＳＩＢ、

指定管理者制度におけるインセンティブの導入など）、政策形成過程における市民参加の取組に加えて、    

ＥＢＰＭ、働き方改革を新たに追加し、その実態と課題、今後の取組の方向性などについて把握・分析しました。 

 

＜調査結果概要＞ 

■調査対象：全国の全都道府県 47 団体、全市 790 団体、東京都特別区 23 団体、計 860 団体  
■回収数（率）：505 団体（58.7％）  
■総合計画について 
 法改正に伴う計画構成の多様化が進展している。 
 基本計画に事業を掲載しない団体が多くを占める一方、7 割以上の団体が優先順位の明確化のため重

点プロジェクトを設定している。 
 総合計画のすべての施策に定量指標を設定している団体は 55.5％に留まっているが、定量指標を一切設

定していない団体の割合は昨年度と比較して低下している。 
■行政評価について 
 事務事業評価は大部分の団体が実施しているが、施策評価は 6 割に留まっている。 
 アウトカム指標を活用している団体が約 4 割、外部評価を実施している団体は約 5 割にとどまるが、

評価に住民の意見を反映する取組は昨年と比べやや増加している。 
 行政評価が総合計画の進行管理に充分に活用されていない。 
 多くの団体が行政評価について負担に見合う成果が得られていないと感じている。 
■ソーシャル・インパクト・ボンド（以下、ＳＩＢ）について 
 大規模自治体ほどＳＩＢの導入に関心をもつ傾向がある。 
 ＳＩＢ導入の克服すべき課題として、適切な評価手法の確立が求められる。特に、事業と成果の因果関係が容

易な評価手法の導入や成果水準設定に係るガイドライン作成が解決方策として期待されている。 
 昨年度と比較すると、適切な事業スキームの構築に関連する課題意識は低下している。 
 ＳＩＢの導入によって、行政サービスの質の向上が図られることが期待されている。 
■成果報酬型指定管理者制度について 
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 大規模自治体ほど成果報酬型制定管理者制度の導入が進んでいる。 
 集客が見込まれる施設において、利用料金制を中心とした成果報酬型制度が導入されている。 
 成果報酬型制度の導入により、事業成果の向上と運営の効率化を同時に実現することが期待されている。 
■総合計画策定における市民参加手法について 
 「ワークショップ・市民討議会」は約 6割の団体で実施されており、その内 8割強の団体が引き続き実施してい
きたいと回答している。 

 「ワークショップ・市民討議会」で提案された意見の活用方法としては、委員会・審議会や所管部課内で議論す

る際の参考資料として活用される場合が多い。 
■エビデンスに基づく政策形成（ＥＢＰＭ）ついて 
 多くの団体でＥＢＰＭに関心はある一方で、現在具体的な取組や検討を行っている団体は 1 割に満た

ない。 
 ＥＢＰＭを推進する上での課題としては、「手法に関するノウハウ・知識が足りない」「事例集など参

考になる情報が足りない」と回答する割合が高い。 
■働き方改革ついて 
 時間外勤務時間について過去 3 年間（平成 25 年～28 年度）の間で「増加している」と回答する割合

が「減少している」と回答する割合よりも高い。また、「年次有給取得率」や「男性の育児休暇取得率」

については「変わらない」と回答する割合が高い。一方、管理職の女性割合は、「増加している」と回

答する割合が高くなっている。 
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I. 調査の概要 

 

１．調査内容  

①総合計画の策定状況とその内容  

②行政評価の実施状況とその内容  

③成果報酬型の事業制度（ＳＩＢ、指定管理者制度におけるインセンティブの導入など）の実施状況とその

内容  

④総合計画策定における市民参加手法 

⑤エビデンスに基づく政策形成（ＥＢＰМ） 

⑥働き方改革 

 

２．調査実施時期、実施方法  

平成 29年 12 月～平成 30 年１月、郵送配布・留め置き・郵送回収  

 

３．調査対象及び回収率  

調査対象：全国の全都道府県 47 団体、全市 790 団体、東京都特別区 23団体、 

計 860 団体  

回収数（率）：505 団体（58.7％）  

 

４．調査結果をみる上での注意事項 

・本文、表、グラフなどに使われる「ｎ」は、各設問に対する回答者数を指す。 

・百分率（％）の計算は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示している。したがって、回答率の

合計が 100％にならない場合がある。 

・本文、表、グラフは、表示の都合上、調査票の選択肢等の文言を一部簡略化している場合がある。 

・回答団体数が少ない場合は傾向を見るにとどめ、本文中では触れていない場合がある。 
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II. 調査結果概要 

 
総合計画について （１）

 法改正に伴う計画構成の多様化が進展している。 

 基本計画に事業を掲載しない団体が多くを占める一方、７割以上の団体が優先順位の明確化のため重点

プロジェクトを設定している。 

 総合計画のすべての施策に定量指標を設定している団体は 55.5％に留まっているが、定量指標を一切

設定していない団体の割合は昨年度と比較して低下している。 

 
行政評価について （２）

 事務事業評価は大部分の団体が実施しているが、施策評価は６割に留まっている。 

 アウトカム指標を活用している団体が約４割、外部評価を実施している団体は約５割に留まるが、評価

に住民の意見を反映する取組は昨年と比べやや増加している。 

 行政評価が総合計画の進行管理に充分に活用されていない。  

 多くの団体が行政評価について負担に見合う成果が得られていないと感じている。 

 

ソーシャル・インパクト・ボンド（以下、「ＳＩＢ」とする）について （３）

 大規模自治体ほどＳＩＢの導入に関心をもつ傾向がある。 

 近年のＳＩＢに係る国内外の取組が進む影響もあり、ＳＩＢ導入に向けて検討を進める自治体は増加し

てきている。 

 ＳＩＢ導入の克服すべき課題として、適切な評価手法の確立及び適切な成果報酬の設定が挙げられる一

方で、適切な事業スキームの構築に関する課題意識が低下している。 

 ＳＩＢ導入に向けた有効な課題解決方策として、容易な評価手法の導入や成果指標の設定に係るガイド

ライン化を含めたＳＩＢの手続きに係る法制度化が求められている。 

 ＳＩＢの導入によって、行政サービス改革への期待が図られることが期待されている。 

 
成果報酬型指定管理者制度について （４）

 大規模自治体ほど成果報酬型制定管理者制度の導入が進んでいる。 

 集客が見込まれる施設において利用料金制を中心とした成果報酬型制度が導入されている。 

 高齢者等のサービス受益者の増加が見込まれる福祉施設においても、サービスの質向上等を図る成果報

酬型制度の導入検討が進められている。 

 事業成果の向上と運営の効率化の両方を実現することが成果報酬型の仕組み導入によって期待されて

いる。 

 
総合計画策定における市民参加手法について （５）

 「ワークショップ・市民討議会」は約６割の団体で実施されており、その内８割強の団体が引き続き実

施したいと回答している。 

 「ワークショップ・市民討議会」の効果として、行政への関心喚起や市民のアイデアや意見の計画への
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反映が挙げられる。一方で、サイレントマジョリティの声の把握といった点で期待された効果が得られ

ていない。 

 「ワークショップ・市民討議会」で提案された意見は、将来像・都市像・キャッチフレーズの策定に活

用される場合が最も多い。 

 「ワークショップ・市民討議会」で提案された意見の活用方法としては委員会・審議会や所管部課内で

議論する際の参考資料として活用される場合が多い。 

 「ワークショップ・市民討議会」を実施する上で、参加者の募集において質・量ともに課題を抱えてい

る。 

 

エビデンスに基づく政策形成（ＥＢＰＭ）について （６）

 多くの団体でＥＢＰＭに関心はある一方で、現在具体的な取組や検討を行っている団体は 1割にも満た

ない。 

 現在実施されているＥＢＰＭの取組は「成果指標の前後比較」や「成果指標のベンチマーキング」が多

い。 

 ＥＢＰＭを推進する上での課題として、ノウハウや知識、参考となる事例などの不足が挙げられている。 

 
働き方改革について （７）

 時間外勤務時間について過去３年間（平成 25 年～28 年度）の間で「増加している」と回答する割合が

「減少している」と回答する割合よりも高い。 

 「年次有給取得率」や「男性の育児休暇取得率」については「変わらない」と回答する割合が高い。 

 管理職の女性割合は、「増加している」と回答する割合が高い。 

 働き方改革の取組における目標設定として「全庁的に取り組むべき目標のみ設定されている」場合が多

い。また、目標自体設定していない割合も３割強に上る。 

 働き方改革の取組を人事評価に反映される仕組みはないと回答する割合は約５割に上る。 
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III. 調査結果 

１．総合計画について 

総合計画の策定状況 （１）

① 基本構想 

 全体の傾向としては、95.6％の団体が策定しており、団体種別にみると、特別区、中核市では回答団体の

すべてが策定している一方、都道府県の 21.2％は策定していない。 
図表 1 基本構想の策定状況（単一回答） 

 

 

② 基本計画 

 全体の傾向としては、90.5％の団体が策定しており、団体種別にみると、特別区では回答団体のすべてが

策定している一方、都道府県の 36.4％、中核市の 15.6％は策定していない。 
図表 2 基本計画の策定状況（単一回答） 
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③ 実施計画 

 全体の傾向としては、78.2％の団体が策定しており、団体種別にみると、政令指定都市、一般市で策定し

ている団体の割合が高い一方、都道府県、特別区で低く、都道府県では 45.5％の団体が策定していない。 
図表 3 実施計画の策定状況（単一回答） 

 

 
総合計画の計画構成 （２）

 全体の傾向としては、３層の計画構成の団体が 73.3％、次いで２層が 19.1％でそのうち 14.3％は基本構

想と基本計画から構成されている。団体種別にみると、都道府県では３層の団体は 15.2％に留まり、基本

構想と基本計画の２層の団体が 18.2％見られる。また、特別区で基本構想と基本計画の２層が 36.4％と比

較的多くなっている。 
図表 4 総合計画の構成（単一回答） 
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 昨年度調査の結果と調査対象団体全体の傾向を比較すると、３層の割合が若干低下し、２層（基本構想＋

実施計画）の割合が若干高まっている。 

図表 5 総合計画の構成（単一回答）（昨年度調査結果との比較） 

 

 

独自の計画の策定 （３）

 従来型の総合計画とは異なる計画を策定している団体について、全体の傾向としては、96.2％が従来の総

合計画のみを策定しているが、2.4％が総合計画に加えて独自の計画（ビジョン等）を策定、さらに 1.4％

は独自の計画のみで計画行政を運営している。団体種別にみると、特に、都道府県ではこうした団体が

18.2％見られる。 
図表 6 独自の計画の策定状況（単一回答） 
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計画の期間 （４）

① 基本構想 

 全体の傾向としては「10～14 年以下」が最も多く、団体種別にみると、政令指定都市、特別区ではより

長期に設定している団体の割合が高い。一方、都道府県は９年以下に設定している団体が 37.5％見られる。  
図表 7 基本構想の計画期間（単一回答） 

 
 

② 基本計画 

 全体の傾向としては「５～９年以下」が最も多く、団体種別にみると、政令指定都市、特別区ではより長

期に設定している団体の割合が高い一方、都道府県は４年以下に設定している団体が 35.3％見られる。 
図表 8 基本計画の計画期間（単一回答） 
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③ 実施計画 

 全体の傾向として「３～４年以下」が最も多く、すべての団体種別でも同様の傾向である。 
図表 9 基本計画の計画期間（単一回答） 

 
 

総合計画の議決の実施状況 （５）

① 基本構想 

 全体の傾向としては 87.0％が議決対象としている。団体種別にみると、地方自治法改正以前から義務づ

けがなかった都道府県において議決対象としている団体は、79.2％に留まっている。 
図表 10 基本構想の議決状況（単一回答） 
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② 基本計画 

 全体の傾向としては、議決対象としている団体は 34.4％に留まっている。団体種別にみると、政令指定

都市では 91.7％が議決対象としているが、特別区では 18.2％しか議決対象にしていない。 
図表 11 基本計画の議決状況（単一回答） 

 

 
③ 実施計画 

 議決対象としている団体は 2.5％に留まっている。団体種別にみると、都道府県、政令指定都市では比較

的対象としている団体の割合が高くなっている。 
図表 12 実施計画の議決状況（単一回答） 
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総合計画の内容 （６）

① 基本計画への事業の掲載 

全体の傾向としては、「事業は掲載していない」や約４割、「主要事業など任意に分類・選別された事業の

みを掲載」が 33.9％を占めている。団体種別にみると、政令指定都市では 66.7％、中核市では 40.7%の団

体が事業を掲載していない一方、特別区では「主要事業など任意に分類・選別された事業のみを掲載」が

72.7％を占めている。 
図表 13 基本計画への事業の掲載状況（単一回答） 

 

 
② 実施計画への事業の掲載 

全体の傾向としては、「主要事業など任意に分類・選別された事業のみを掲載」が最も多く約５割を占め

ている。団体種別にみると、政令指定都市では 69.2％、特別区では 85.7%の団体が「主要事業など任意に

分類・選別された事業のみを掲載」となっている。 
図表 14 実施計画への事業の掲載状況（単一回答） 
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③ 重点プロジェクトの設定状況 

全体の傾向としては、「分野別施策とは別に設定している」が 47.1％、「施策の分野ごとに設定している」

が 30.9％、併せて 78.0％が重点プロジェクトを設定している。団体種別にみると、特別区では 81.8％が重

点プロジェクトを設定しているが、政令指定都市では 57.2％と比較的少なくなっている。また、特別区、

中核市で分野毎に設定している団体が比較的多くなっている。 
図表 15 重点プロジェクトの設定状況（単一回答） 

 
 

また、昨年度調査の結果と調査対象団体全体の傾向を比較すると、施策の分野ごとに重点プロジェクトを

設定している団体の割合がやや高まっている。 

図表 16 重点プロジェクトの設定状況（単一回答）（昨年度調査結果との比較） 
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④ 重点プロジェクトの予算編成上の取扱 

全体の傾向としては、「一般の施策よりも積極的な予算付けを行う」が 51.6％となっている。団体種別で

は都道府県で「一般の施策よりも積極的な予算付けを行う」が最も少なくなっている。 
図表 17 重点プロジェクトの予算編成上の取扱（単一回答） 

 
 

総合計画への定量指標による目標設定 （７）

全体の傾向としては、全ての施策に何らかの指標を設定している団体が 55.5％、うちすべての施策にア

ウトカム指標を設定している団体は 11.9％である。また、一部に留まるものも含め何らかの形で定量的な

指標を設定している団体が 90.8％に上る。団体種別では、都道府県、特別区ですべての施策にアウトカム

指標を設定している団体が約２割と比較的多くなっている。 
図表 18 総合計画への定量指標による目標設定（単一回答） 
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また、昨年度調査の結果と調査対象団体全体の傾向を比較すると、定量指標による目標設定をしていない

団体の割合が低下している。 

図表 19 総合計画への定量指標による目標設定（単一回答）（昨年度調査結果との比較） 

 
 

総合計画に関する傾向（まとめ） （８）

■法改正に伴う計画構成の多様化が進展している 

・３層性以外の計画構成を採用している団体が既に１／４弱見られる。 
・独自の計画のみで計画行政を運営している団体も僅か（1.8％）だが見られる。 
・計画期間は、基本構想は 10～14 年、基本計画は５～９年、実施計画は３～４年が多い。 
■基本計画に事業を掲載しない団体が多くを占める一方、７割以上の団体が優先順位の明確化のため重点プ

ロジェクトを設定している 

・基本計画に事業を全く掲載しない団体が都道府県、政令指定都市では過半を占める。一方、特別区では

81.8％が何らかの事業を掲載している。 
・優先順位を明確にするため、重点プロジェクトを設定している団体が 78.0％を占め、昨年度と比較して

やや割合が高まっているが、予算上の取扱が一般事業と変わらないとする団体が 42.8％を占める。 
■総合計画のすべての施策に定量指標を設定している団体は 55.5％に留まっているが、定量指標を一切設

定していない団体の割合は昨年度と比較して低下している。 
・約９割の団体が総合計画に何らかの定量指標を設定しており、その割合は昨年度と比較して高まっている。 
・全ての施策に指標を設定している団体は 55.5％を占めるが、そのうちアウトカム指標での設定は 11.9％

に留まっている。 
・定量指標を一切設定していない団体の割合は昨年度と比較して低下している。 

  

11.9%

43.6%

4.8%

30.5%

7.9%

10.2%

43.1%

4.1%

25.0%

12.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

すべてに設定(ｱｳﾄｶﾑ指標)

すべてに設定(必ずしもアウトカム指標ではない)

一部に設定(ｱｳﾄｶﾑ指標)

一部に設定(必ずしもアウトカム指標ではない)

目標設定はしていない

平成28年度 (n=492） 平成29年度 (n=505)
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２．行政評価について 

行政評価の実施状況 （１）

① 事務事業評価 

 全体では、公営企業以外の事業では、一部実施を含め 79.4％が実施している。団体種別では政令指定都

市での実施率が最も高く、また「特別区」において「全部実施」（63.6%）が多くなっている。一方公営企

業の事業では一部実施を含めた実施率が全体でとしては 56.7％に留まっている。 
図表 20 事務事業評価の実施状況（公営企業以外の事業）（単一回答）） 

 
図表 21 事務事業評価の実施状況（公営企業（単一回答）） 
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② 施策評価 

全体では一部実施を含め約６割が実施している。団体種別に見ると、特別区、都道府県政令指定都市にお

いて「全部実施」が６割前後と全体の傾向よりも多くなっている。 
図表 22 施策評価の実施状況（単一回答） 

 
 

③ 政策評価 

全体では、一部実施を含め実施している団体は 25.3％に留まる。団体種別に見ると、全部実施の割合が

都道府県で 48.5%、中核市で 31.3%と全体よりも多くなっている。 
図表 23 政策評価の実施状況（単一回答） 
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11.9%
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行政評価の実施目的 （２）

 全体の傾向としては、「ＰＤＣＡサイクルを確立するため」や「行政経営を効率化するため」「行政活動の

成果を向上するため」、「住民サービスを向上するため」、「説明責任を果たすため」、などが行政評価を実施

する理由として挙げられている。 
図表 24 行政評価の実施目的（複数回答） 

  
行政運営を効

率化するため 

行政活動の成
果を向上する
ため 

歳出を削減す

るため 

施策の企画立案
能力を向上する
ため 

PDCA ｻ ｲ ｸ ﾙ を 

確立するため 

顧客志向への 

転換を図るため 

合計（n=444） 82.4% 78.4% 40.5% 26.6% 85.8% 11.7% 

都 道 府 県
（n=33） 

75.8% 93.9% 27.3% 45.5% 87.9% 24.2% 

政令指定都市
（n=13） 

61.5% 84.6% 38.5% 30.8% 84.6% 15.4% 

特別区（n=10） 80.0% 80.0% 50.0% 50.0% 100.0% 20.0% 

中核市（n=27） 81.5% 66.7% 29.6% 25.9% 85.2% 3.7% 

一般市（n=356） 84.0% 77.2% 42.1% 24.2% 85.7% 11.0% 

       
  

住民ｻｰﾋﾞｽを向
上するため 

説明責任を果
たすため 

職員の意識改
革を図るため 

その他 無回答 

 合計（n=444） 66.4% 65.3% 58.6% 3.6% 0.0% 

 都 道 府 県
（n=33） 

66.7% 90.9% 45.5% 18.2% 0.0% 

 政令指定都市
（n=13） 

53.8% 84.6% 38.5% 0.0% 0.0% 

 特別区（n=10） 80.0% 80.0% 90.0% 10.0% 0.0% 

 中核市（n=27） 59.3% 74.1% 55.6% 14.8% 0.0% 
 一般市（n=356） 66.9% 61.5% 59.6% 1.4% 0.0% 

  

また、昨年度調査の結果と調査対象団体全体の傾向を比較すると、「施策の企画立案能力を向上するため」

をあげる団体の割合がやや高まっている。 
図表 25 行政評価の実施目的（複数回答）（昨年度調査結果との比較） 
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40.5%
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職員の意識改革を図るため

説明責任を果たすため

住民ｻｰﾋﾞｽを向上するため

顧客志向への転換を図るため

PDCAｻｲｸﾙを確立するため

施策の企画立案能力を向上するため

歳出を削減するため

行政活動の成果を向上するため

行政運営を効率化するため

平成28年度(n=444) 平成29年度(n=444)
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定量的な指標の評価への活用 （３）

  全体の傾向としては、「指標の性質は区別せずに､原則として定量的指標を用いている」が 41.2％、「原

則としてアウトカム指標を用いている」が 39.9％となっている。団体種別では都道府県において「原則と

してアウトカム指標を用いている」が 54.5％と比較的多くなっている。 

図表 26 総合計画の指標の行政評価への活用（単一回答） 

 
 

総合計画の指標の行政評価への活用 （４）

 全体の傾向としては、総合計画（基本計画、実施計画）に掲載している指標を活用している団体は全体で

は 50.7％である。一方、予算の事業計画で設定した指標や行政評価にあたって設定したものなど、総合計

画とは別に設定した指標を用いている団体は 29.8％である。団体種別では、特別区では総合計画（基本計

画、実施計画）に掲載している指標以外を活用している割合が６割とやや高くなっている。 
図表 27 総合計画の指標の行政評価への活用（単一回答） 
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外部評価の実施状況 （５）

全体では 49.3％が外部評価を実施している。団体種別に見ると、政令指定都市で「内部評価､外部評価と

もに実施している」が約６割と多くなっている。 
図表 28 外部評価の実施状況（単一回答） 

 
 

評価に市民の意見を反映する仕組み （６）

全体の傾向としては、アンケートによる反映が 42.6％と最も高く実施されている。次いで、直接参加

37.4％、評価結果等への意見募集 36.7％となっている。一方、22.7％の団体は住民の意見を評価に反映す

る仕組みを設けていない。団体種別では都道府県、政令指定都市で「評価方法､評価結果等を公表し､住民の

意見を求めるが６割前後と多くなっている。 
図表 29 評価に市民の意見を反映する仕組み（複数回答） 

  
設けてい
ない 

評価の制度の

策定等に住民
が直接参画す
る 

評価基準に住
民の意見を反

映させる 

住民のｱﾝｹｰﾄ調

査結果など住民
の評価を反映す
る 

住民･住民

代表が評価
に直接参加
する 

評価方法､評
価結果等を
公表し､住民

の意見を求
める 

その他 

合計（n=444） 22.7% 7.2% 8.1% 42.6% 37.4% 36.7% 2.7% 

都道府（n=33） 9.1% 3.0% 6.1% 36.4% 27.3% 57.6% 15.2% 

政令指定都市
（n=13） 7.7% 0.0% 15.4% 53.8% 53.8% 61.5% 0.0% 

特別区（n=10） 10.0% 10.0% 0.0% 20.0% 50.0% 50.0% 10.0% 

中核市（n=27） 22.2% 0.0% 11.1% 59.3% 25.9% 33.3% 0.0% 

一般市（n=356） 25.3% 8.1% 8.1% 42.1% 38.2% 33.1% 1.4% 

 
 また、昨年度調査の結果と調査対象団体全体の傾向を比較すると、「設けていない」とする団体の割合が

低下しており、「住民のアンケート調査結果など住民の評価を反映する」をはじめ住民意見を反映する仕組

みを設けているとする回答割合が全般に高まっている。 
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図表 30 評価に市民の意見を反映する仕組み（複数回答）（昨年度調査結果との比較） 

 
 

評価結果の予算への反映 （７）

① 反映状況 

 全体の傾向としては、34.7％が原則として評価結果を予算に反映している。団体種別では「原則として反

映しているが特別区で 70.0%、都道府県で 57.6%と比較的多くなっている。 
図表 31 行政評価結果の予算編成への反映状況（単一回答） 
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住民のｱﾝｹｰﾄ調査結果など住民の評価を反映する

住民･住民代表が評価に直接参加する

評価方法､評価結果等を公表し､住民の意見を求める

平成28年度(n=444) 平成29年度(n=444)
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② 反映状況の公表 

全体の傾向としては 28.5％が全部または一部を公表している。団体種別別では政令指定都市で「一部公

表している」が 40.0％、都道府県で「すべて公表している」が 31.6%と全体と比べて多くなっている。 
 

図表 32 行政評価結果の予算編成への反映状況の公表（単一回答） 
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)

すべて公表している 一部公表している 公表していない その他 無回答
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行政評価の課題 （８）

全体の傾向としては、「内部評価に要する事務負担が大きい」が 73.6％と最も多く、次いで「定量的な評

価指標及び目標値を設定することが困難である」（51.8％)、「職員の意識改革に結びついていない」（41.4％）、

「評価結果を予算編成に反映できていない」（36.0％）などが指摘されている。団体種別に見ると、政令指

定都市で「定量的な評価指標及び目標値を設定することが困難である」が 84.6%、中核市で「内部評価に係

る事務作業の負担が大きい」が 96.3%で、全体と比較して多くなっている。 

図表 33 行政評価の課題（複数回答） 

  

内部評価に係る

事務作業の負担

が大きい 

外部評価に係る

事務作業･調整等

の負担が大きい 

職員の意識改革

に結びついてい

ない 

評価結果に基づ

いた改善の方針

を策定すること

ができていない 

評価結果に基づ

いた政策･施策･

事務事業の改善

が実践されてい

ない 

合計（n=444） 73.6% 27.0% 41.4% 19.4% 34.5% 

都道府県（n=33） 63.6% 18.2% 9.1% 3.0% 3.0% 

政令指定都市（n=13） 76.9% 30.8% 23.1% 7.7% 0.0% 

特別区（n=10） 60.0% 40.0% 10.0% 0.0% 20.0% 

中核市（n=27） 96.3% 22.2% 51.9% 22.2% 25.9% 

一般市（n=356） 72.8% 27.5% 45.5% 21.6% 39.6% 

 

  

評価結果を予算

編成に反映でき

ていない 

定量的な評価指

標及び目標値を

設定することが

困難である 

外部評価に対す

る市民等からの

信頼を得ること

が困難である 

その他 無回答 

合計（n=444） 36.0% 51.8% 0.7% 4.1% 1.6% 

都道府県（n=33） 3.0% 45.5% 0.0% 18.2% 9.1% 

政令指定都市（n=13） 23.1% 84.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

特別区（n=10） 10.0% 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

中核市（n=27） 40.7% 63.0% 0.0% 3.7% 0.0% 

一般市（n=356） 40.2% 49.4% 0.8% 3.1% 1.1% 
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また、昨年度調査の結果と調査対象団体全体の傾向を比較すると、「評価結果に基づいた政策･施策･事務

事業の改善が実践されていない」、「職員の意識改革にむすびついていない」をあげる団体の割合が高まって

いる。 

図表 34 行政評価の課題（複数回答）（昨年度調査結果との比較） 

 
 

行政評価に関する傾向（まとめ） （９）

■事務事業評価は大部分の団体が実施しているが、施策評価は６割に留まっている。  

・公営企業以外については、事務事業は一部実施を含めれば８割の団体が実施している。 
・ただし、施策では実施団体は６割、政策では 25.3％に留まっている。 
・全部を評価している団体は政策で 17％、施策、事務事業で約４割に留まっている。 
■アウトカム指標を活用している団体が約４割、外部評価を実施している団体は約５割にとどまるが、評価

に住民の意見を反映する取組は昨年と比べやや増加 
・８割の団体が評価に定量的な指標を活用しているが、原則としてアウトカム指標を用いている団体は４割

に留まっている。 
・外部評価を実施している団体は約５割に留まっている。 
・22.7％の団体が評価に住民の意見を反映する仕組みを有していないが、その割合は昨年度から低下してい

る。 
・37.4％の団体が、住民が直接評価に参加できる仕組みを導入している。 
■行政評価が総合計画の進行管理に充分に活用されていない  

・計画行政のＰＤＣＡサイクルを活用することを行政評価の目的としている団体が 85.8％を占めている。 
・一方、評価結果を原則として予算編成に反映するとしている団体は 37.7％に留まり、反映状況をすべて

公表している団体は 14.9％に留まるなど、ＰＤＣＡサイクルの確立に十分に活用されているとは言い難

い状況にある。 
■多くの団体が行政評価について負担に見合う成果が得られていないと感じている 
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・行政評価の課題として内部評価の事務負担が大きいことを７割の団体が指摘している。また、職員の意識

改革に結びついていない、評価結果を予算編成に反映できていないなど評価が改善に活かされていないと

感じている団体が多い。 
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３．ＳＩＢについて 

ＳＩＢの導入への取組状況 （１）

全体の傾向として、「導入に対して関心はない」の割合が最も高く 55.6%となっている。次いで、「導入

に対して関心はあるが具体的な検討に至っていない」（41.2%）となっている。 
団体種別に見ると、「政令指定都市」における「関心はあるが具体的な検討に至っていない」（78.6%）、

「特別区」における「関心はあるが具体的な検討に至っていない」（72.7%）、「都道府県」における「関心

はあるが具体的な検討に至っていない」（63.6%）等で、全体の傾向よりも割合が高くなっている。 
また、昨年度調査と比較すると「導入している」及び「具体的な検討を進めている」と回答した自治体の

割合が増加している。 

図表 35  SIB の導入への取組（単一回答） 

 
図表 36 過去 2 ヶ年度における SIB 取組状況の比較（単一回答） 

 

  

0.8%

0.0%

7.1%

0.0%

3.1%

0.5%

1.8%

3.0%

7.1%

0.0%

0.0%

1.7%

41.2%

63.6%

78.6%

72.7%

46.9%

36.5%

55.6%

33.3%

7.1%

27.3%

43.8%

61.0%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

6.3%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

都道府県

政令指定都市

特別区

中核市

一般市

(n
=5

05
)

(n
=3

3)
(n

=1
4)

(n
=1

1)
(n

=3
2)

(n
=4

08
)

導入している 導入に向けて具体的な検討を進めている

導入に対して関心はあるが具体的な検討に至っていない 導入に対して関心はない

無回答

0.2%

0.8%

1.6%

1.8%

34.7%

41.2%

60.1%

55.6%

2.6%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016年度

2017年度

導入している 導入に向けて具体的な検討を進めている 導入に対して関心はあるが具体的な検討に至っていない 導入に対して関心はない 無回答

（n=496）

（n=505）
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ＳＩＢ導入に必要な条件及び克服する必要のある課題 （２）

全体の傾向としては、「事業の成果を適切に評価することが困難であること」の割合が最も高く 60.8%と

なっている。次いで、「成果報酬の基準となる妥当な目標水準の設定が困難なこと」（58.6%）、「民間投資家

からの資金調達が困難なこと」（36.2%）となっている。 
昨年度調査と比較すると、「事業の成果を適切に評価することが困難であること」及び「成果報酬の基準

となる妥当な目標水準の設定が困難なこと」等の割合が増加している一方で、「民間投資家からの資金調達

が困難なこと」や「適切なサービス提供者を確保することが困難なこと」等の割合が減少している。 
団体種別に見ると、「政令指定都市」における「成果報酬の基準となる妥当な目標水準の設定が困難なこ

と」（92.9%）、「特別区」における「成果報酬の基準となる妥当な目標水準の設定が困難なこと」（72.7%）、

「政令指定都市」における「中長期的に取り組むという合意形成が困難であること」（28.6%）等で、全体

の傾向よりも割合が高くなっている。 
 

図表 37 SIB 導入に必要な条件及び克服する必要のある課題（複数回答） 

 
  

56.9%

28.5%

52.2%

6.5%

19.6%

37.0%

26.3%

4.7%

41.3%

13.2%

11.7%

9.7%

60.8%

22.0%

58.6%

1.6%

16.6%

30.7%

16.4%

4.0%

36.2%

6.9%

9.5%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

事業の成果を適切に評価することが困難であること

成果報酬に応じて予算を執行することが困難なこと

成果報酬の基準となる妥当な目標水準の設定が困難なこと

債務負担行為となるため事務負担が多いこと

中長期的に取り組むという合意形成が

困難であること

適切なｻｰﾋﾞｽ提供者を確保することが困難なこと

適切な中間支援組織を確保することが

困難なこと

導入に適する事業が特定の分野に限定されていること

民間投資家からの資金調達が困難なこと

関係者間の契約に要する事務負担が

大きいこと

その他

無回答

2016年度 2017年度（n=493） （n=505）
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図表 38 団体種別 SIB 導入に必要な条件及び克服する必要のある課題（複数回答） 

  

事業の成果

を適切に評
価すること
が困難であ

ること 

成果報酬に

応じて予算
を執行する
ことが困難

なこと 

成果報酬の
基準となる
妥当な目標

水準の設定
が困難なこ
と 

債務負担行
為となるた

め事務負担
が多いこと 

中長期的に

取り組むと
いう合意形
成が困難で

あること 

適切なｻｰﾋﾞｽ

提供者を確
保すること
が困難なこ

と 

合計(n=505) 60.8% 22.0% 58.6% 1.6% 16.6% 30.7% 

都道府県
(n=33) 

60.6% 30.3% 54.5% 0.0% 9.1% 18.2% 

政令指定都市
(n=14) 

71.4% 14.3% 92.9% 0.0% 28.6% 14.3% 

特別区(n=11) 45.5% 27.3% 72.7% 0.0% 9.1% 27.3% 

中核市(n=32) 68.8% 9.4% 62.5% 3.1% 15.6% 15.6% 

一般市(n=408) 60.0% 22.5% 56.9% 1.7% 17.2% 33.3% 

       

  

適切な中間

支援組織を
確保するこ
とが困難な

こと 

導入に適す

る事業が特
定の分野に
限定されて

いること 

民間投資家
からの資金

調達が困難
なこと 

関係者間の

契約に要す
る事務負担
が大きいこ

と 

その他 無回答 

合計(n=505) 16.4% 4.0% 36.2% 6.9% 9.5% 6.7% 

都道府県

(n=33) 

6.1% 3.0% 27.3% 3.0% 21.2% 15.2% 

政令指定都市

(n=14) 

7.1% 7.1% 21.4% 7.1% 7.1% 0.0% 

特別区(n=11) 27.3% 0.0% 27.3% 9.1% 18.2% 0.0% 

中核市(n=32) 6.3% 3.1% 28.1% 6.3% 12.5% 12.5% 

一般市(n=408) 17.9% 3.9% 38.5% 7.4% 8.1% 6.1% 
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ＳＩＢ導入に向けた課題解決の有効な方策 （３）

全体の傾向としては、「事業の成果と因果関係の証明が容易な評価手法の導入」、「成果水準と成果報酬が

対応するメニュ表等に関するガイドラインの作成」、「ＳＩＢの標準的な手続きを定めた法制度の制定」の割

合が高く、それぞれ 70.1％、68.8％、51.1％となっている。 
団体種別に見ると、「政令指定都市」における「成果水準と成果報酬が対応するメニュー表等に関するガ

イドラインの作成（92.3%）」及び「事業と成果の因果関係の証明が容易な評価手法の導入（84.6%）」、「特

別区」及び「中核市」における「事業と成果の因果関係の証明が容易な評価手法の導入（75.0%）」等で、

全体の傾向よりも割合が高くなっている。 
 

図表 39 SIB 導入に向けた課題解決の有効な方策（複数回答） 

 
  

70.1%

68.8%

51.1%

8.1%

8.6%

11.3%

17.6%

5.9%

10.4%

4.1%

3.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

事業と成果の因果関係の証明が容易な評価

手法の導入

成果水準と成果報酬が対応するﾒﾆｭｰ表等に

関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成

SIBの標準的な手続きを定めた法制度の制定

中間支援組織の育成のための国庫補助制度

の導入

ｻｰﾋﾞｽ提供者の育成のための国庫補助制度

の導入

中間支援組織の機能を行政や金融機関でも

代替しうるためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成

資金提供者の元本割れﾘｽｸを緩和する国庫補

助制度の導入

海外事例について詳細に記載された事例集の

作成

分からない

その他

無回答

（n=（221）
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図表 40 団体種別 SIB 導入に向けた課題解決の有効な方策（複数回答） 

 

事業と成果
の因果関係
の証明が容
易な評価手
法の導入 

成果水準と成
果報酬が対応
するﾒﾆｭｰ表等
に関するｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝの作成 

SIB の標準的
な手続きを定
めた法制度の
制定 

中間支援組織
の育成のため
の国庫補助制
度の導入 

ｻｰﾋﾞｽ提供者
の育成のため
の国庫補助制
度の導入 

中間支援組織の機
能を行政や金融機
関でも代替しうる
ためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの
作成 

合計(n=221) 70.1% 68.8% 51.1% 8.1% 8.6% 11.3% 

都道府県(n=22) 68.2% 54.5% 27.3% 9.1% 0.0% 4.5% 

政令指定都市(n=13) 84.6% 92.3% 69.2% 0.0% 7.7% 0.0% 

特別区(n=8) 75.0% 62.5% 62.5% 0.0% 0.0% 12.5% 

中核市(n=16) 75.0% 56.3% 68.8% 6.3% 6.3% 18.8% 

一般市(n=158) 68.4% 69.6% 50.0% 9.5% 10.8% 12.7% 

      

 

資金提供者
の元本割れﾘ
ｽｸを緩和す
る国庫補助
制度の導入 

海外事例につ
いて詳細に記
載された事例
集の作成 

分からない その他 無回答 

合計(n=221) 17.6% 5.9% 10.4% 4.1% 3.2% 

都道府県(n=22) 13.6% 0.0% 13.6% 9.1% 9.1% 

政令指定都市(n=13) 15.4% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 

特別区(n=8) 12.5% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 

中核市(n=16) 6.3% 0.0% 12.5% 6.3% 0.0% 

一般市(n=158) 19.6% 7.6% 10.1% 3.2% 3.2% 

 
 

ＳＩＢ導入のメリット （４）

全体の傾向としては、「民間事業者の創意工夫により行政サービスの改革に期待できること」、「行政コス

トの削減につながること」の割合が高く、それぞれ 68.3％、67.4％となっている。次いで、「民間事業者の

活用によりサービスの質の向上が図られること」（61.1％）となっている。 
昨年度調査と比較すると、「サービスの質の向上が図られること」及び「民間事業者の事業改善努力が促

進されること」等の割合が増加している一方で、その他の項目については微増もしくは横ばいとなっている。 
団体種別に見ると、「政令指定都市」における「民間事業者の事業改善努力が促進されること」（69.2%）、

「特別区」における「民間事業者の事業改善努力が促進されること」（62.5%）、「政令指定都市」における「そ

の他」（23.1%）等で、全体の傾向よりも割合が高くなっている。  
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図表 41 SIB 導入のﾒﾘｯﾄ（複数回答） 

 
 
  

66.1%

53.0%

34.4%

66.1%

7.1%

11.5%

12.6%

4.9%

5.5%

67.4%

61.1%

42.1%

68.3%

5.9%

12.7%

11.8%

5.4%

3.2%

0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

行政ｺｽﾄの削減につながること

ｻｰﾋﾞｽの質の向上が図られること

民間事業者の事業改善努力が促進され

ること

行政ｻｰﾋﾞｽの改革に期待できること

予防的な視点から行政ｻｰﾋﾞｽの実施が

容易であること

中長期的な視点で行政ｻｰﾋﾞｽの提供が

可能であること

住民に説明責任を果たすことができる

こと

その他

無回答

2016年度 2017年度（n=221）（n=182）



 
 
 
 

ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。 

（お問い合わせ） 自治体経営改革室 http://www.murc.jp/corporate/virtual/ipm  E-mail：jichitaikeiei@murc.jp 
33 / 79 

 

図表 42 団体種別 SIB 導入のﾒﾘｯﾄ（複数回答） 

  

  

行政ｺｽﾄの削減

につながること 

民間事業者の活

用によりｻｰﾋﾞｽ

の質の向上が図

られること 

民間事業者の事

業改善努力が促

進されること 

民間事業者の創

意工夫により行

政ｻｰﾋﾞｽの改革に

期待できること 

予防的な視点か

ら行政ｻｰﾋﾞｽの実

施が容易である

こと 

合計(n=221) 67.4% 61.1% 42.1% 68.3% 5.9% 

都道府県(n=22) 50.0% 40.9% 31.8% 59.1% 0.0% 

政令指定都市(n=13) 46.2% 46.2% 69.2% 61.5% 15.4% 

特別区(n=8) 75.0% 75.0% 62.5% 62.5% 12.5% 

中核市(n=16) 81.3% 68.8% 37.5% 62.5% 6.3% 

一般市(n=158) 69.6% 63.3% 40.5% 70.3% 5.7% 

       

  

  

中長期的な視点

で行政ｻｰﾋﾞｽの

提供が可能であ

ること 

事業の成果の数

値化を通して､

住民に説明責任

を果たすことが

できること 

その他 無回答 

 

合計(n=221) 12.7% 11.8% 5.4% 3.2% 
 

都道府県(n=22) 13.6% 9.1% 22.7% 9.1% 
 

政令指定都市(n=13) 0.0% 23.1% 23.1% 0.0% 
 

特別区(n=8) 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 
 

中核市(n=16) 6.3% 6.3% 6.3% 0.0% 
 

一般市(n=158) 14.6% 12.7% 1.9% 3.2% 
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SIB 導入状況別の課題 （５）

ＳＩＢの導入状況別に課題を見ると、「関心はあるが具体的な検討に至っていない」と回答した自治体に

おいては、「成果報酬の基準となる妥当な目標水準の設定が困難なこと（64.5%）」、「事業の成果を適切に評

価することが困難であること（64.0%）」等で、全体の傾向として割合が高くなっている。さらに、「ＳＩＢ

導入に関心がない」と回答した自治体においても同様の傾向が見られ、「成果報酬の基準となる妥当な目標

水準の設定が困難なこと」等で、全体の傾向として割合が高くなっている。 
また、昨年度調査と比較すると、「適切なサービス提供者を確保することが困難なこと」、「適切な中間支

援組織を確保することが困難なこと」及び「民間投資家からの資金調達が困難なこと」等を割合が大きく減

少している。 
 

図表 43 「SIB 導入状況別」にみた「SIB 導入に必要な条件及び克服する必要のある課題」（複数回答） 

 

56.9%

28.5%

52.2%

6.5%

19.6%

37.0%

26.3%

4.7%

41.3%

13.2%

11.7%

9.7%

87.5%

25.0%

87.5%

12.5%

37.5%

37.5%

50.0%

0.0%

50.0%

12.5%

0.0%

0.0%

64.0%

30.8%

64.5%

7.0%

22.1%

40.7%

31.4%

7.0%

46.5%

15.7%

13.4%

1.7%

54.4%

28.5%

46.6%

5.7%

18.5%

36.2%

23.8%

3.7%

39.9%

12.4%

11.4%

11.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

事業の成果を適切に評価することが困難

であること

成果報酬に応じて予算を執行することが

困難なこと

成果報酬の基準となる妥当な目標水準の

設定が困難なこと

債務負担行為となるため事務負担が多い

こと

中長期的に取り組むという合意形成が

困難であること

適切なｻｰﾋﾞｽ提供者を確保することが

困難なこと

適切な中間支援組織を確保することが

困難なこと

導入に適する事業が特定の分野に限定さ

れていること

民間投資家からの資金調達が困難なこと

関係者間の契約に要する事務負担が

大きいこと

その他

無回答

(n=494) 合計
(n=8) 導入に向けて具体的な検討を進めている
(n=172) 導入に対して関心はあるが具体的な検討に至っていない
(n=298) 導入に対して関心はない
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図表 44 「SIB 導入に必要な条件及び克服する必要のある課題」における昨年度比較 

  

56.9%

28.5%

52.2%

6.5%

19.6%

37.0%

26.3%

4.7%

41.3%

13.2%

11.7%

9.7%

60.8%

22.0%

58.6%

1.6%

16.6%

30.7%

16.4%

4.0%

36.2%

6.9%

9.5%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

事業の成果を適切に評価することが困難であること

成果報酬に応じて予算を執行することが困難なこと

成果報酬の基準となる妥当な目標水準の設定が困難なこと

債務負担行為となるため事務負担が多いこと

中長期的に取り組むという合意形成が

困難であること

適切なｻｰﾋﾞｽ提供者を確保することが困難なこと

適切な中間支援組織を確保することが

困難なこと

導入に適する事業が特定の分野に限定されていること

民間投資家からの資金調達が困難なこと

関係者間の契約に要する事務負担が

大きいこと

その他

無回答

2016年度 2017年度（n=493） （n=505）
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ＳＩＢ導入状況別の有効な課題解決方策 （６）

ＳＩＢの導入状況別に有効な課題解決方策を見ると、「関心はあるが具体的な検討に至っていない」と回

答した自治体においては、「事業と成果の因果関係の証明が容易な評価手法の導入」（69.7%）、「成果水準と

成果報酬が対応するメニュー表等に関するガイドラインの作成」（68.3%）、「ＳＩＢの標準的な手続きを定

めた法制度の制定」等で、全体の傾向として割合が高くなっている。 
 

図表 45 「SIB 導入状況別（関心はあるが具体的な検討に至っていない）」にみた「SIB 導入に向けた課題解決の有効な方策」

（複数回答） 

 
※１「ＳＩＢを導入している」、「ＳＩＢ導入に向けた具体的な検討を進めている」と回答した自治体は合わ

せて 10 団体程度であり割合を掲載する参考値としては不適切なため除外している。 
※２「ＳＩＢ導入に対して関心がない」と回答した自治体は調査票の設計上、本設問に回答しないため除外

している。  

69.7%

68.3%

50.5%

8.7%

9.1%

11.5%

18.3%

4.3%

10.6%

3.8%

3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

事業と成果の因果関係の証明が容易な評価

手法の導入

成果水準と成果報酬が対応するﾒﾆｭｰ表等に

関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成

SIBの標準的な手続きを定めた法制度の制定

中間支援組織の育成のための国庫補助制度

の導入

ｻｰﾋﾞｽ提供者の育成のための国庫補助制度

の導入

中間支援組織の機能を行政や金融機関でも

代替しうるためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの作成

資金提供者の元本割れﾘｽｸを緩和する国庫補

助制度の導入

海外事例について詳細に記載された事例集の

作成

分からない

その他

無回答

（n=（208）
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ＳＩＢ導入状況別のＳＩＢ導入におけるメリット （７）

ＳＩＢの導入状況別にＳＩＢ導入のメリットを見ると、「関心はあるが具体的な検討に至っていない」と

回答した自治体においては、「行政コストの削減につながること」（66.7%）、「民間事業者の事業改善努力が

促進されること」（55.6%）等で、全体の傾向として割合が高くなっている。 
 

図表 46 「SIB 導入状況別」にみた「SIB 導入のﾒﾘｯﾄ」（複数回答） 

 
 

※１「ＳＩＢを導入している」、「ＳＩＢ導入に向けた具体的な検討を進めている」と回答した自治体は合わ

せて 10 団体程度であり割合を掲載する参考値としては不適切なため除外している。 
※２「ＳＩＢ導入に対して関心がない」と回答した自治体は調査票の設計上、本設問に回答しないため除外

している。  

66.7%

44.4%

55.6%

44.4%

22.2%

22.2%

22.2%

11.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

行政ｺｽﾄの削減につながること

民間事業者の活用によりｻｰﾋﾞｽの質の向上が

図られること

民間事業者の事業改善努力が促進されること

民間事業者の創意工夫により行政ｻｰﾋﾞｽの改

革に期待できること

予防的な視点から行政ｻｰﾋﾞｽの実施が容易で

あること

中長期的な視点で行政ｻｰﾋﾞｽの提供が可能

であること

事業の成果の数値化を通して､住民に説明責

任を果たすことができること

その他

無回答

（n=（221）
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ＳＩＢに関する傾向（まとめ） （８）

■ＳＩＢに関する関心をもつ自治体は一定程度存在するものの、具体的な検討を進めることのできている自

治体は僅かである。具体的な検討を進めている自治体は全体の 1.8％であり、わずかである。 
・ＳＩＢに関心のある自治体は全体の 43％であり、特に政令指定都市では 85.7％が関心を持ち、既に導入

済みと合わせると、実に 92.8％が肯定的であり注目度の高いことが分かる。しかし、関心の高い政令指

定都市においても具体的な検討を進めている自治体は 7.1％と低い割合に止まる。 
・過去２ヶ年度の導入状況の変化を見ると、ＳＩＢ導入に関心を持つ自治体の割合は増加しており、ＳＩＢ

自体に対する認知の拡大や先進事例に関する情報発信を通した理解の浸透等が図られていると考えられ

る。 
■成果の適切な評価に係る課題の割合が高い傾向にある 
・ＳＩＢ導入に向けた課題としては、全体的に事業成果の適切な評価の割合（60.8％）及び妥当な目標水準

の設定の割合（58.6％）が高い。また、有効な課題解決方策として、容易な評価手法の導入（70.1％）、

成果水準と成果報酬の対応するガイドラインの作成（68.8％）の割合が高いことから、ＳＩＢ普及には評

価手法の確立及び適切な成果報酬の設定が重要であると考えられる。 
・平成 28 年度及び平成 29 年度調査の課題意識の変化を見ると、適切な中間支援組織及びサービス提供者

の確保、民間投資家からの資金調達に関する割合が減少しており、先進事例を通して事業スキーム構築へ

の理解が進んでいると考えられる。 
■全体的に行政サービスの質向上及び行政コスト削減に関するメリットの割合が高い傾向にある。 
・全体として、行政コストの削減に対する割合（67.4％）及び行政サービスの改革に対する割合（68.3％）

等が高い傾向にある。ただし、検討の具体度の進捗度合いによってメリットと感じる項目の割合に偏りが

生じるわけではない。 
・導入の状況別にみると、政令指定都市等の導入に対して具体的な検討を進めている自治体は、民間事業者

の事業改善努力の促進や行政サービスの改革への期待に対して高い割合を示している一方で、具体的な検

討に至っていない自治体においては、コスト削減への期待が大きい傾向がある。 
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４．成果報酬型指定管理者制度について 

成果報酬型の指定管理者制度の導入状況 （１）

全体としては、「導入している」の割合が最も高く 48.3%となっている。次いで、「導入する予定はない」

（47.1%）となっている。 
団体種別に見ると、「政令指定都市」における「導入している」（100.0%）、「都道府県」における「導入

している」（87.9%）、「特別区」における「導入している」（81.8%）等で、全体の傾向よりも割合が高くな

っている。 

図表 47 成果報酬型の指定管理者制度の導入状況（単一回答） 

 

  

48.3%

87.9%

100.0%

81.8%

59.4%

40.9%

3.2%

0.0%

0.0%

3.1%

3.7%

47.1%

12.1%

18.2%

37.5%

53.7%

1.4%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

都道府県

政令指定都市

特別区

中核市

一般市

(n
=5

05
)

(n
=3

3)
(n

=1
4)

(n
=1

1)
(n

=3
2)

(n
=4

08
)

導入している 導入していないが検討している 導入する予定はない 無回答
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採用･検討している成果報酬の形態 （２）

全体の傾向としては、「収支余剰のすべてを指定管理者に収受させている」の割合が最も高く 63.1%とな

っている。次いで、「収支余剰の一部を指定管理者に収受させている（55.8%）」、「業績に応じて､指定管理

料を変動させている（13.8%）」となっている。 
団体種別に見ると、「特別区」における「利益の一部を指定管理者に収受させている（88.9%）」、「政令指

定都市」における「利益のすべてを指定管理者に収受させている（85.7%）」、「政令指定都市」における「利

益の一部を指定管理者に収受させている（71.4%）」等で、全体の傾向よりも割合が高くなっている。 

図表 48 採用･検討している成果報酬の形態（複数回答） 

 
 

図表 49 団体種別の採用･検討している成果報酬の形態（複数回答） 

  

利益のす

べてを指

定管理者

に収受さ

せている 

利益の一

部を指定

管理者に

収受させ

ている 

業績に応じ

て､支払う指

定管理料を

変動させて

いる 

成果を残し

た場合に､報

奨金を与え

ている 

利用者等が

多かった場

合､費用増加

分を積算し

支払ってい

る 

その他 無回答 

合計（n=260） 63.1% 55.8% 13.8% 5.4% 2.3% 3.8% 0.0% 

都道府（n=29） 65.5% 65.5% 17.2% 6.9% 0.0% 3.4% 0.0% 

政令指定都市

（n=14） 
85.7% 71.4% 7.1% 14.3% 7.1% 14.3% 0.0% 

特別区（n=9） 11.1% 88.9% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 

中核市（n=20） 45.0% 65.0% 0.0% 5.0% 0.0% 10.0% 0.0% 

一般市（n=182） 64.8% 51.1% 15.9% 4.9% 2.7% 2.2% 0.0% 

63.1%

55.8%

13.8%

5.4%

2.3%

3.8%

0.0%

65.2%

54.9%

11.1%

4.5%

2.0%

3.7%

0.0%

31%

69%

56%

19%

6%

6%

0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

利益のすべてを指定管理者に収受させている

利益の一部を指定管理者に収受させている

業績に応じて､支払う指定管理料を変動させている

成果を残した場合に､報奨金を与えている

利用者等が多かった場合､費用増加分を積算し支払っている

その他

無回答

(n=260) 合計 (n=244) 導入している (n=16) 導入していないが検討している (n=0) 導入する予定はない
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導入しているもしくは導入を検討している事業の分野 （３）

全体の傾向としては、「文化･芸術」の割合が最も高く 58.5%となっている。次いで、「観光業」（52.7%）、

「福祉･介護･医療」（48.1%）となっている。 
団体種別に見ると、「特別区」における「文化･芸術」（88.9%）、「特別区」における「土木･建設」（33.3%）、

「政令指定都市」における「教育」（57.1%）等で、全体の傾向よりも割合が高くなっている。 

図表 50 「導入している」もしくは「導入を検討している」事業の分野（複数回答） 

 
  

58.5%

32.3%

48.1%

8.1%

7.3%

52.7%

15.8%

1.9%

0.8%

20.0%

0.8%

35.0%

0.8%

59.4%

33.2%

48.8%

8.6%

7.4%

50.8%

16.0%

2.0%

0.4%

20.5%

0.8%

37.3%

0.4%

43.8%

18.8%

37.5%

0.0%

6.3%

81.3%

12.5%

0.0%

6.3%

12.5%

0.0%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

文化･芸術

教育

福祉･介護･医療

土木･建設

環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ

観光業

農業

防災･危機管理

上下水道

運輸･交通

広告宣伝･広報活動

その他

無回答

(n=260) 合計 (n=244) 導入している (n=16) 導入していないが検討している (n=0) 導入する予定はない
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図表 51 団体種別「導入している」もしくは「導入を検討している」事業の分野（複数回答） 

  文化･芸術 教育 
福祉･介護･

医療 
土木･建設 

環境･ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ 
観光業 農業 

合計（n=260） 58.5% 32.3% 48.1% 8.1% 7.3% 52.7% 15.8% 

都道府県（n=29） 79.3% 51.7% 58.6% 27.6% 17.2% 48.3% 17.2% 

政令指定都市（n=14） 71.4% 57.1% 71.4% 28.6% 21.4% 35.7% 21.4% 

特別区（n=9） 88.9% 33.3% 22.2% 33.3% 11.1% 11.1% 0.0% 

中核市（n=20） 55.0% 15.0% 35.0% 0.0% 10.0% 70.0% 5.0% 

一般市（n=182） 53.8% 29.7% 47.8% 3.3% 4.4% 54.4% 17.6% 

        
  

防災･危機

管理 
上下水道 運輸･交通 

広告宣伝･広

報活動 
その他 無回答 

 

合計（n=260） 1.9% 0.8% 20.0% 0.8% 35.0% 0.8% 

 都道府県（n=29） 10.3% 3.4% 24.1% 0.0% 51.7% 0.0% 

 政令指定都市（n=14） 7.1% 0.0% 35.7% 0.0% 42.9% 0.0% 

 特別区（n=9） 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 22.2% 0.0% 

 中核市（n=20） 0.0% 0.0% 15.0% 0.0% 35.0% 5.0% 

 一般市（n=182） 0.5% 0.5% 18.1% 1.1% 33.0% 0.5% 
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成果報酬型の指定管理者制度を導入する目的 （４）

「指定管理者によるサービスの維持､質の向上努力を促進するため」の割合が最も高く 91.2%となってい

る。次いで、「指定管理者による効率向上努力を促進するため」（80.0%）、「優れた事業者を確保するため」

（31.5%）となっている。 
団体種別に見ると、「都道府県」における「新たに事業者の参入を促進するため」（48.3%）、「都道府県」

における「優れた事業者を確保するため」（51.7%）、「政令指定都市」における「指定管理者による効率向上

努力を促進するため」（100.0%）等で、全体の傾向よりも割合が高くなっている。 
 

図表 52 成果報酬型の指定管理者制度を導入する目的（複数回答） 

 
図表 53 団体種別「成果報酬型の指定管理者制度を導入する目的」（複数回答） 

  

優れた事業

者を確保す

るため 

新たに事業者の

参入を促進する

ため 

指定管理者による

ｻｰﾋﾞｽの維持､質の

向上努力を促進す

るため 

指定管理者によ

る効率向上努力

を促進するため 

その他 無回答 

合計（n=260） 31.5% 17.3% 91.2% 80.0% 3.8% 0.4% 

都道府県（n=29） 51.7% 48.3% 93.1% 89.7% 3.4% 0.0% 

政令指定都市（n=14） 42.9% 35.7% 92.9% 100.0% 14.3% 0.0% 

特別区（n=9） 33.3% 11.1% 88.9% 88.9% 0.0% 0.0% 

中核市（n=20） 15.0% 15.0% 90.0% 75.0% 10.0% 5.0% 

一般市（n=182） 28.0% 11.5% 90.7% 76.4% 2.7% 0.0% 

  

31.5%

17.3%

91.2%

80.0%

3.8%

0.4%

31.6%

16.8%

91.8%

81.6%

4.1%

0.0%

31.3%

25.0%

81.3%

56.3%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

優れた事業者を確保するため

新たに事業者の参入を促進するため

指定管理者によるｻｰﾋﾞｽの維持､質の向上努力を促進するた

め

指定管理者による効率向上努力を促進するため

その他

無回答

(n=260) 合計 (n=244) 導入している (n=16) 導入していないが検討している (n=0) 導入する予定はない
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成果報酬型の指定管理者制度における導入目的の達成状況 （５）

成果報酬型の指定管理者制度の導入目的の達成状況を見ると、「目的を果たすことができている」（71.9%）

が最も高く、次いで「指定管理者選定において競争性が働いていないため、目的を果たせていない」（20.0％）

となっている。団体種別に見ると、「政令指定都市」における「目的を果たすことができている」（100.0%）、

「特別区」における「目的を果たすことができている」（100.0%）、「都道府県」における「目的を果たすこ

とができている」（89.7%）等で、全体の傾向よりも割合が高くなっている。 
 

図表 54「成果報酬型の指定管理者制度における導入目的の達成状況」（複数回答） 

 

 

図表 55 団体種別 「成果報酬型の指定管理者制度における導入目的の達成状況」（複数回答） 

  

目的を果

たすこと

ができて

いる 

指定管理者選定

において競争性

が働いていない

ため､目的を果た

せていない 

成果報酬が不

十分であり､新

たな事業者が

参入してこな

いため､目的を

果たせていな

い 

指定管理者の

収入とｻｰﾋﾞｽ水

準の向上が連

動していない

ため､目的を果

たせていない 

指定管理施設

の赤字を指定

管理料で補填

する支払い形

態のため､目的

を果たせてい

ない 

その他 無回答 

合計（n=260） 71.9% 20.0% 3.5% 10.8% 8.5% 8.5% 2.3% 

都道府県

（n=29） 
89.7% 20.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 

政令指定都市

（n=14） 
100.0% 7.1% 7.1% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 

特別区（n=9） 100.0% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

中核市（n=20） 80.0% 20.0% 10.0% 15.0% 5.0% 10.0% 5.0% 

一般市（n=182） 65.4% 20.9% 3.3% 13.2% 10.4% 9.9% 2.2% 

71.9%

20.0%

3.5%

10.8%

8.5%

8.5%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

目的を果たすことができている

指定管理者選定において競争性が働いていないため､

目的を果たせていない

成果報酬が不十分であり､新たな事業者が参入してこ

ないため､目的を果たせていない

指定管理者の収入とｻｰﾋﾞｽ水準の向上が連動していな

いため､目的を果たせていない

指定管理施設の赤字を指定管理料で補填する支払い形

態のため､目的を果たせていない

その他

無回答

(n=260)
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導入状況別にみる成果報酬形態 （６）

成果報酬型の指定管理者制度を導入状況別に成果報酬形態を見ると、「導入している」と回答した自治体

において「利益のすべてを指定管理者に収受させている」（65.2％）が最も高くなっている。一方で、「導入

していないが検討している」と回答した自治体において「利益の一部を指定管理者に収受させている」

（68.8％）の割合が最も高くなっている。 

 

図表 56「成果報酬型の指定管理者制度の導入状況別」に見た「採用･検討している成果報酬の形態」（複数回答） 

  

63.1%

55.8%

13.8%

5.4%

2.3%

3.8%

0.0%

65.2%

54.9%

11.1%

4.5%

2.0%

3.7%

0.0%

31.3%

68.8%

56.3%

18.8%

6.3%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

利益のすべてを指定管理者に収受させている

利益の一部を指定管理者に収受させている

業績に応じて､支払う指定管理料を変動させている

成果を残した場合に､報奨金を与えている

利用者等が多かった場合､費用増加分を積算し支払っている

その他

無回答

(n=260) 合計 (n=244) 導入している (n=16) 導入していないが検討している (n=0) 導入する予定はない
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導入状況別にみる導入検討分野 （７）

成果報酬型の指定管理者制度を導入状況別に導入検討分野を見ると、導入状況に関わらず「文化・芸術」

（58.5％）及び「観光業」（52.7％）と回答した自治体の割合が高い傾向にある。また、「導入していないが

検討している」と回答した自治体においては、「観光業」（81.3％）の割合が最も高くなっている。 

 

図表 57「成果報酬型の指定管理者制度の導入状況別」に見た「導入もしくは導入を検討している事業の分野」（複数回答） 

  

58.5%

32.3%

48.1%

8.1%

7.3%

52.7%

15.8%

1.9%

0.8%

20.0%

0.8%

35.0%

0.8%

59.4%

33.2%

48.8%

8.6%

7.4%

50.8%

16.0%

2.0%

0.4%

20.5%

0.8%

37.3%

0.4%

43.8%

18.8%

37.5%

0.0%

6.3%

81.3%

12.5%

0.0%

6.3%

12.5%

0.0%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

文化･芸術

教育

福祉･介護･医療

土木･建設

環境･ｴﾈﾙｷﾞｰ

観光業

農業

防災･危機管理

上下水道

運輸･交通

広告宣伝･広報活動

その他

無回答

(n=260) 合計 (n=244) 導入している (n=16) 導入していないが検討している (n=0) 導入する予定はない
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導入状況別にみる導入目的 （８）

成果報酬型の指定管理者制度を導入状況別に導入目的を見ると、導入状況に関わらず「指定管理者による

サービスの維持、質の向上努力の促進」（91.2％）の割合が最も高くなっており、次いで「指定管理者によ

る効率向上努力の促進」（80.0％）等の割合が高くなっている。 
 

図表 58「成果報酬型の指定管理者制度の導入状況別」に見た「成果報酬型の指定管理者制度を導入する目的」（複数回答） 

  

  

31.5%

17.3%

91.2%

80.0%

3.8%

0.4%

31.6%

16.8%

91.8%

81.6%

4.1%

0.0%

31.3%

25.0%

81.3%

56.3%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

優れた事業者を確保するため

新たに事業者の参入を促進するため

指定管理者によるｻｰﾋﾞｽの維持､質の向上努力を促進するた

め

指定管理者による効率向上努力を促進するため

その他

無回答

(n=260) 合計 (n=244) 導入している (n=16) 導入していないが検討している (n=0) 導入する予定はない
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成果報酬型指定管理制度に関する傾向（まとめ） （９）

■政令指定都市では成果報酬型指定管理者制度の導入が進んでいる一方で、一般市での導入割合は比較的低

い。 
・全体としては、成果報酬型指定管理者制度を「導入している」（48.3％）と回答した割合と「導入する予

定はない」（47.1％）と回答した割合が同程度である。回答数の多い一般市が「導入していない」と回答

した割合が高いことが、「導入していない」の割合が高い傾向にある要因となっていると考えられる。 
・団体種別では、人口規模の大きい都道府県、政令指定都市及び特別区において「導入している」と回答し

た割合が高い傾向にあり、人口規模や財政支出額が大きい基礎自治体では成果報酬型を導入するインセン

ティブが働きやすいと考えられる。 
■「文化・芸術」、「観光業」等の集客が見込まれる施設での導入が進む傾向にある 
・全体的に、文化・芸術施設や観光関連施設の割合が高い傾向（文化・芸術分野は 58.5％、観光分野は 52.7％）

にある。 
・成果報酬型の形態としては、「利益のすべてを指定管理者に収受させている」または「利益の一部を指定

管理者に収受させている」と回答した割合が高い傾向にあることから、文化施設や観光施設等、集客によ

って指定管理者の収益向上が見込まれる施設での導入が進んでいると考えられる。 
・高齢化の進行に伴い、介護等の福祉サービスを受ける受益者の増加が見込まれることから、福祉・介護・

医療施設においても成果報酬の導入による行財政負担の軽減やサービスの質向上を図る手段として成果

報酬型の指定管理施設の導入が検討されていると考えられる。 
■指定管理者のサービスの質向上や運営の効率化を目的としている割合が高く、コストを抑制しつつ事業成

果を最大化することが期待されている 
・導入の有無にかかわらず指定管理者のサービスの質の維持・向上と効率化の促進に対する割合が非常に高

い傾向（質向上は 91.2％、効率化促進は 80.0％）にあり、成果報酬型とすることによって、事業成果の

向上を図りつつ運営の効率化を実現することが期待されていると考えられる。  
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５．総合計画策定における市民参加手法について 

総合計画の策定プロセスにおける市民参加の取組み実施状況 （１）

 全体の傾向としては、「実施している」と回答する割合は、「パブリックコメント」の割合が最も高く 96.6%

となっている。次いで、「市民ｱﾝｹｰﾄ調査」（92.5%）、「広報紙・ﾁﾗｼによる情報提供」（80.6%）となっている。

このように、市民への情報発信については、主に広報誌やチラシを用いている場合が多く、また市民からの

意見収集においては、計画策定段階では市民ｱﾝｹｰﾄを用いた意向調査を行い、素案が出来た段階においてﾊﾟ

ﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄを実施する場合が多いことがうかがえる。 
 また、「ワークショップ・市民討議会」を実施する割合も約６割であり、一定程度普及していることがう

かがえる。また、中高生、大学生など「若年層からの意見収取」を実施する割合も約６割程度となっている。 
 団体種別では、「パブリックコメント」を「実施している」と回答する割合はいずれの団体種別も９割以

上となっている。また、「市民アンケート調査」では、「都道府県」以外の団体種別において「実施している」

と回答する割合が９割を超えている。「広報紙・チラシによる情報提供」において「実施している」と回答

する割合は、「政令指定都市」「特別区」で、全体の傾向よりも割合が高くなっている。また、「ワークショ

ップ・市民討議会」「若年層からの意見収集」では、「実施している」と回答する割合は、「政令指定都市」

「中核市」で、全体の傾向よりも割合が高くなっている。 

図表 59 政策形成過程における市民参加の取組みの実施状況（単一回答） 

  

80.6%

50.5%

34.1%

92.5%

11.1%

46.9%

57.6%

30.3%

77.0%

96.6%

58.0%

8.3%

17.0%

45.0%

60.4%

6.7%

82.2%

48.7%

39.8%

63.2%

21.0%

2.0%

39.6%

20.8%

2.4%

4.6%

5.5%

0.8%

6.7%

4.4%

2.6%

6.5%

2.0%

1.4%
2.4%

70.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催

出前講座

市民ｱﾝｹｰﾄ調査

市政ﾓﾆﾀｰ制度

自治会､町内会等からの意見収集

若年層からの意見収集

首長への投書箱の設置

審議会･委員会の委員等の住民公募

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会

その他

(n=505) 

実施している 実施していない 無回答



 
 
 
 

ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。 

（お問い合わせ） 自治体経営改革室 http://www.murc.jp/corporate/virtual/ipm  E-mail：jichitaikeiei@murc.jp 
50 / 79 

 

図表 60 団体種別にみた政策形成過程における市民参加の取組みの実施状況 

（「実施している」と回答する割合）（単一回答） 

  
広報誌･ﾁﾗｼ
による情報
提供 

市民説明会･
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの
開催 

出前講座 
市民ｱﾝｹｰﾄ 

調査 

市政ﾓﾆﾀｰ 

制度 

自治会､町内
会等からの
意見収集 

若年層から

の意見収集 

合計 
(n=505) 

80.6% 50.5% 34.1% 92.5% 11.1% 46.9% 57.6% 

都道府県

(n=33) 
75.8% 39.4% 36.4% 66.7% 21.2% 18.2% 51.5% 

政令指定都

市(n=14) 
100.0% 85.7% 57.1% 92.9% 35.7% 71.4% 71.4% 

特別区

(n=11) 
100.0% 72.7% 36.4% 81.8% 54.5% 63.6% 54.5% 

中核市

(n=32) 
78.1% 68.8% 43.8% 96.9% 25.0% 53.1% 78.1% 

一般市
(n=408) 

80.1% 48.0% 32.4% 94.4% 7.4% 47.3% 56.4% 

        

  
首長への投
書箱の設置 

審議会・委員

会の委員等
の住民公募 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ 
市民討議会 

その他  
 

合計 
(n=505) 

30.3% 77.0% 96.6% 58.0% 8.3%  
 

都道府県
(n=33) 

27.3% 42.4% 100.0% 15.2% 39.4%  
 

政令指定都
市(n=14) 

35.7% 78.6% 100.0% 85.7% 21.4%  
 

特別区
(n=11) 

45.5% 81.8% 100.0% 45.5% 0.0%  
 

中核市
(n=32) 

28.1% 81.3% 100.0% 71.9% 6.3%  
 

一般市
(n=408) 

29.9% 79.7% 95.8% 59.8% 5.9%  
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図表 61 （参考）団体種別にみた政策形成過程における市民参加の取組みの実施状況（単一回答） 

 
項目 実施している 実施していない 無回答 

合
計

(n
=
50

5
) 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供 80.6% 17.0% 2.4% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 50.5% 45.0% 4.6% 

出前講座 34.1% 60.4% 5.5% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査 92.5% 6.7% 0.8% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度 11.1% 82.2% 6.7% 

自治会､町内会等からの意見収集 46.9% 48.7% 4.4% 

若年層からの意見収集 57.6% 39.8% 2.6% 

首長への投書箱の設置 30.3% 63.2% 6.5% 

審議会・委員会の委員等の住民公募 77.0% 21.0% 2.0% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 96.6% 2.0% 1.4% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会 58.0% 39.6% 2.4% 

その他 8.3% 20.8% 70.9% 

     
 

項目 実施している 実施していない 無回答 

都
道

府
県

(n
=3

3
) 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供 75.8% 24.2% 0.0% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 39.4% 57.6% 3.0% 

出前講座 36.4% 60.6% 3.0% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査 66.7% 30.3% 3.0% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度 21.2% 72.7% 6.1% 

自治会､町内会等からの意見収集 18.2% 78.8% 3.0% 

若年層からの意見収集 51.5% 48.5% 0.0% 

首長への投書箱の設置 27.3% 66.7% 6.1% 

審議会・委員会の委員等の住民公募 42.4% 57.6% 0.0% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 100.0% 0.0% 0.0% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会 15.2% 81.8% 3.0% 

その他 39.4% 27.3% 33.3% 

     
 

項目 実施している 実施していない 無回答 

令
指

定
都

市
(n

=
14

) 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供 100.0% 0.0% 0.0% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 85.7% 14.3% 0.0% 

出前講座 57.1% 42.9% 0.0% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査 92.9% 7.1% 0.0% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度 35.7% 57.1% 7.1% 

自治会､町内会等からの意見収集 71.4% 21.4% 7.1% 

若年層からの意見収集 71.4% 28.6% 0.0% 

首長への投書箱の設置 35.7% 57.1% 7.1% 

審議会・委員会の委員等の住民公募 78.6% 21.4% 0.0% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 100.0% 0.0% 0.0% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会 85.7% 14.3% 0.0% 

その他 21.4% 7.1% 71.4% 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。 

（お問い合わせ） 自治体経営改革室 http://www.murc.jp/corporate/virtual/ipm  E-mail：jichitaikeiei@murc.jp 
52 / 79 

 

 
項目 実施している 実施していない 無回答 

特
別

区
(n

=1
1
) 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供 100.0% 0.0% 0.0% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 72.7% 27.3% 0.0% 

出前講座 36.4% 54.5% 9.1% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査 81.8% 9.1% 9.1% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度 54.5% 36.4% 9.1% 

自治会､町内会等からの意見収集 63.6% 36.4% 0.0% 

若年層からの意見収集 54.5% 36.4% 9.1% 

首長への投書箱の設置 45.5% 45.5% 9.1% 

審議会・委員会の委員等の住民公募 81.8% 9.1% 9.1% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 100.0% 0.0% 0.0% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会 45.5% 45.5% 9.1% 

その他 0.0% 9.1% 90.9% 

     
 

項目 実施している 実施していない 無回答 

中
核

市
(n

=3
2
) 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供 78.1% 18.8% 3.1% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 68.8% 28.1% 3.1% 

出前講座 43.8% 53.1% 3.1% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査 96.9% 3.1% 0.0% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度 25.0% 71.9% 3.1% 

自治会､町内会等からの意見収集 53.1% 43.8% 3.1% 

若年層からの意見収集 78.1% 21.9% 0.0% 

首長への投書箱の設置 28.1% 68.8% 3.1% 

審議会・委員会の委員等の住民公募 81.3% 18.8% 0.0% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 100.0% 0.0% 0.0% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会 71.9% 28.1% 0.0% 

その他 6.3% 18.8% 75.0% 

     
 

項目 実施している 実施していない 無回答 

一
般

市
(n

=4
08

) 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供 80.1% 17.4% 2.5% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催 48.0% 47.1% 4.9% 

出前講座 32.4% 61.8% 5.9% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査 94.4% 5.1% 0.5% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度 7.4% 85.8% 6.9% 

自治会､町内会等からの意見収集 47.3% 48.0% 4.7% 

若年層からの意見収集 56.4% 40.9% 2.7% 

首長への投書箱の設置 29.9% 63.5% 6.6% 

審議会・委員会の委員等の住民公募 79.7% 18.4% 2.0% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 95.8% 2.5% 1.7% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会 59.8% 37.7% 2.5% 

その他 5.9% 21.3% 72.8% 
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総合計画の策定プロセスにおける市民参加の取組みの今後の方向性 （２）

 全体の傾向としては、「引き続き実施したい」と回答する割合は、「市政モニター制度」「ワークショップ・

市民討議会」以外では、いずれも９割を超えている。なお、「ワークショップ・市民討議会」についても 85.7%
であり、一定程度の意義・成果を感じていることがうかがえる。 
 

図表 62 総合計画策定プロセスにおける市民参加の取組みの今後の方向性（単一回答） 

 
  

96.8%

90.6%

94.2%

94.2%

78.6%

91.6%

92.4%

93.5%

94.6%

96.3%

85.7%

88.1%

1.2%

6.7%

4.1%

4.1%

21.4%

7.6%

5.8%

6.5%

3.6%

2.0%

12.3%

11.9%

2.0%

2.7%

1.7%

1.7%

0.0%

0.8%

1.7%

0.0%

1.8%

1.6%
2.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催

出前講座

市民ｱﾝｹｰﾄ調査

市政ﾓﾆﾀｰ制度

自治会､町内会等からの意見収集

若年層からの意見収集

首長への投書箱の設置

審議会･委員会の委員等の住民公募

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会

その他

(n=505) 

次期計画策定時にも引き続き実施したい 制度の見直し･改善の必要性を感じる 無回答
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図表 63 総合計画策定プロセスにおける市民参加の取組みの今後の方向性 

(「引き続き実施していきたい」と回答する割合)（単一回答） 

  
広報誌･ﾁﾗｼ
による情報
提供 

市民説明会･
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの
開催 

出前講座 
市民ｱﾝｹｰﾄ 

調査 

市政ﾓﾆﾀｰ 

制度 

自治会､町内
会等からの
意見収集 

若年層から

の意見収集 

合計 96.8% 90.6% 94.2% 94.2% 78.6% 91.6% 92.4% 

都道府県 96.0% 100.0% 91.7% 95.5% 85.7% 66.7% 94.1% 

政令指定都市 92.9% 83.3% 75.0% 92.3% 60.0% 90.0% 90.0% 

特別区 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 83.3% 100.0% 83.3% 

中核市 92.0% 86.4% 92.9% 87.1% 87.5% 88.2% 76.0% 

一般市 97.2% 90.3% 95.5% 94.5% 76.7% 92.2% 94.3% 

        

  
首長への投
書箱の設置 

審議会･委員

会の委員等
の住民公募 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ 
市民討議会 

その他 
  

合計 93.5% 94.6% 96.3% 85.7% 88.1% 
  

都道府県 100.0% 85.7% 97.0% 80.0% 92.3% 
  

政令指定都市 100.0% 90.9% 92.9% 83.3% 66.7% 
  

特別区 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 
  

中核市 88.9% 84.6% 90.6% 69.6% 100.0% 
  

一般市 92.6% 95.7% 96.7% 86.9% 87.5% 
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図表 64 （参考）総合計画策定プロセスにおける市民参加の取組みの今後の方向性 

  
項目 

次期計画策定時にも

引き続き実施したい 

制度の見直し･改善の

必要性を感じる 
無回答 

合
計

 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供（n=407） 96.8% 1.2% 2.0% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催（n=255） 90.6% 6.7% 2.7% 

出前講座（n=172） 94.2% 4.1% 1.7% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査（n=467） 94.2% 4.1% 1.7% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度（n=56） 78.6% 21.4% 0.0% 

自治会､町内会等からの意見収集（n=237） 91.6% 7.6% 0.8% 

若年層からの意見収集（n=291） 92.4% 5.8% 1.7% 

首長への投書箱の設置（n=153） 93.5% 6.5% 0.0% 

審議会･委員会の委員等の住民公募（n=389） 94.6% 3.6% 1.8% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（n=488） 96.3% 2.0% 1.6% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会（n=293） 85.7% 12.3% 2.0% 

その他（n=42） 88.1% 11.9% 0.0% 

       
項目 

次期計画策定時にも

引き続き実施したい 

制度の見直し･改善の

必要性を感じる 
無回答 

都
道

府
県

 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供（n=25） 96.0% 0.0% 4.0% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催（n=13） 100.0% 0.0% 0.0% 

出前講座（n=12） 91.7% 0.0% 8.3% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査（n=22） 95.5% 4.5% 0.0% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度（n=7） 85.7% 14.3% 0.0% 

自治会､町内会等からの意見収集（n=6） 66.7% 16.7% 16.7% 

若年層からの意見収集（n=17） 94.1% 0.0% 5.9% 

首長への投書箱の設置（n=9） 100.0% 0.0% 0.0% 

審議会･委員会の委員等の住民公募（n=14） 85.7% 7.1% 7.1% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（n=33） 97.0% 0.0% 3.0% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会（n=5） 80.0% 0.0% 20.0% 

その他（n=13） 92.3% 7.7% 0.0% 

       
項目 

次期計画策定時にも

引き続き実施したい 

制度の見直し･改善の

必要性を感じる 
無回答 

政
令

指
定

都
市

 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供（n=14） 92.9% 0.0% 7.1% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催（n=12） 83.3% 8.3% 8.3% 

出前講座（n=8） 75.0% 12.5% 12.5% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査（n=13） 92.3% 0.0% 7.7% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度（n=5） 60.0% 40.0% 0.0% 

自治会､町内会等からの意見収集（n=10） 90.0% 10.0% 0.0% 

若年層からの意見収集（n=10） 90.0% 0.0% 10.0% 

首長への投書箱の設置（n=5） 100.0% 0.0% 0.0% 

審議会･委員会の委員等の住民公募（n=11） 90.9% 0.0% 9.1% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（n=14） 92.9% 0.0% 7.1% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会（n=12） 83.3% 8.3% 8.3% 

その他（n=3） 66.7% 33.3% 0.0% 
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項目 

次期計画策定時にも

引き続き実施したい 

制度の見直し･改善の

必要性を感じる 
無回答 

特
別

区
 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供（n=11） 100.0% 0.0% 0.0% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催（n=8） 100.0% 0.0% 0.0% 

出前講座（n=4） 100.0% 0.0% 0.0% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査（n=9） 100.0% 0.0% 0.0% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度（n=6） 83.3% 16.7% 0.0% 

自治会､町内会等からの意見収集（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 

若年層からの意見収集（n=6） 83.3% 16.7% 0.0% 

首長への投書箱の設置（n=5） 100.0% 0.0% 0.0% 

審議会･委員会の委員等の住民公募（n=9） 100.0% 0.0% 0.0% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（n=11） 100.0% 0.0% 0.0% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会（n=5） 100.0% 0.0% 0.0% 

その他（n=0） 0.0% 0.0% 0.0% 

       
項目 

次期計画策定時にも

引き続き実施したい 

制度の見直し･改善の

必要性を感じる 
無回答 

中
核

市
 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供（n=25） 92.0% 4.0% 4.0% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催（n=22） 86.4% 4.5% 9.1% 

出前講座（n=14） 92.9% 7.1% 0.0% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査（n=31） 87.1% 6.5% 6.5% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度（n=8） 87.5% 12.5% 0.0% 

自治会､町内会等からの意見収集（n=17） 88.2% 11.8% 0.0% 

若年層からの意見収集（n=25） 76.0% 20.0% 4.0% 

首長への投書箱の設置（n=9） 88.9% 11.1% 0.0% 

審議会･委員会の委員等の住民公募（n=26） 84.6% 7.7% 7.7% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（n=32） 90.6% 3.1% 6.3% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会（n=23） 69.6% 26.1% 4.3% 

その他（n=2） 100.0% 0.0% 0.0% 

       
項目 

次期計画策定時にも

引き続き実施したい 

制度の見直し･改善の

必要性を感じる 
無回答 

一
般

市
 

広報誌･ﾁﾗｼによる情報提供（n=327） 97.2% 1.2% 1.5% 

市民説明会･ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの開催（n=196） 90.3% 7.7% 2.0% 

出前講座（n=132） 95.5% 3.8% 0.8% 

市民ｱﾝｹｰﾄ調査（n=385） 94.5% 4.2% 1.3% 

市政ﾓﾆﾀｰ制度（n=30） 76.7% 23.3% 0.0% 

自治会､町内会等からの意見収集（n=193） 92.2% 7.3% 0.5% 

若年層からの意見収集（n=230） 94.3% 4.8% 0.9% 

首長への投書箱の設置（n=122） 92.6% 7.4% 0.0% 

審議会･委員会の委員等の住民公募（n=325） 95.7% 3.4% 0.9% 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ（n=391） 96.7% 2.3% 1.0% 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･市民討議会（n=244） 86.9% 11.9% 1.2% 

その他（n=24） 87.5% 12.5% 0.0% 
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ワークショップ・市民討議会の効果 （３）

 全体の傾向としては、「期待通りの効果がある」「どちらかといえば期待通りの効果がある」と回答する割

合を合わせると、「市民の行政への関心を高める」が最も高く 89.1%となっている。次いで、「市民目線の

アイデアや意見を計画に反映する」（89.0%）、「行政に対する信頼・評価等を高める」（73.7%）となっている。 
一方で、「どちらかといえば期待通りの効果がない」「期待通りの効果がない」と回答する割合を合わせる

と、「サイレントマジョリティの声を把握する」が最も高く 28.0%である。 
このように、期待通りの効果としては、市民の行政への関心喚起と計画への市民のアイデア・意見の反映

である。一方で、これまで行政とはあまり接点のなかったサイレントマジョリティの意見の反映は期待通り

の効果は得られていない。 

図表 65 団体種別のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会の効果（単一回答） 

 

  

23.5%

7.8%

22.2%

9.9%

7.5%

0.0%

65.5%

48.1%

66.9%

63.8%

48.8%

1.4%

6.8%

21.2%

6.8%

10.9%

14.3%

0.0%

2.0%

6.8%

1.7%

1.4%

3.1%

0.3%

14.0%

1.0%

11.3%

23.5%

1.0%

1.7%

2.0%

1.4%

2.7%

2.7%

97.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民目線のｱｲﾃﾞｱや意見を計画に反映する

ｻｲﾚﾝﾄﾏｼﾞｮﾘﾃｨの声を把握する

市民の行政への関心を高める

行政に対する信頼･評価等を高める

政策･施策･事務事業などの円滑な実施に資する

その他

(n=293) 

期待通りの効果がある どちらかといえば期待通りの効果がある

どちらかといえば期待通りの効果がない 期待通りの効果はない

そもそも効果として想定していない 無回答
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図表 66 団体種別にみたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会の効果（単一回答） 

    
期待通りの
効果がある 

どちらかと
いえば期待
通りの効果

がある 

どちらかと
いえば期待
通りの効果

がない 

期待通りの
効果はない 

そもそも 
効果として
想定してい

ない 

無回答 

合
計

（n
=2

93
） 

市民のアイデアや意見を計画に

反映する 
23.5% 65.5% 6.8% 2.0% 0.3% 1.7% 

ｻｲﾚﾝﾄ･ﾏｼﾞｮﾘﾃｨの声を把握する 7.8% 48.1% 21.2% 6.8% 14.0% 2.0% 

市民の行政への関心を高める 22.2% 66.9% 6.8% 1.7% 1.0% 1.4% 

行政に対する信頼･評価等を高

める 
9.9% 63.8% 10.9% 1.4% 11.3% 2.7% 

政策･施策･事務事業などの 

円滑な実施に資する 
7.5% 48.8% 14.3% 3.1% 23.5% 2.7% 

その他 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 1.0% 97.6%  

       

    
期待通りの

効果がある 

どちらかと
いえば期待

通りの効果
がある 

どちらかと
いえば期待

通りの効果
がない 

期待通りの

効果はない 

そもそも 
効果として

想定してい
ない 

無回答 

都
道

府
県

（n
=5

） 

市民のアイデアや意見を計画に

反映する 
40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 

ｻｲﾚﾝﾄ･ﾏｼﾞｮﾘﾃｨの声を把握する 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 

市民の行政への関心を高める 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 

行政に対する信頼･評価等を高

める 
40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 

政策･施策･事務事業などの 

円滑な実施に資する 
40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 

その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%  

       

    
期待通りの
効果がある 

どちらかと

いえば期待
通りの効果
がある 

どちらかと

いえば期待
通りの効果
がない 

期待通りの
効果はない 

そもそも 

効果として
想定してい
ない 

無回答 

政
令

指
定

都
市

（n
=1

2）
 

市民のアイデアや意見を計画に

反映する 
41.7% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

ｻｲﾚﾝﾄ･ﾏｼﾞｮﾘﾃｨの声を把握する 8.3% 66.7% 0.0% 0.0% 16.7% 8.3% 

市民の行政への関心を高める 41.7% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

行政に対する信頼･評価等を高

める 
16.7% 66.7% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 

政策･施策･事務事業などの 

円滑な実施に資する 
16.7% 58.3% 0.0% 0.0% 16.7% 8.3% 

その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%  

       

 
 

 
 

期待通りの
効果がある 

どちらかと
いえば期待
通りの効果

がある 

どちらかと
いえば期待
通りの効果

がない 

期待通りの
効果はない 

そもそも 
効果として
想定してい

ない 

無回答 

特
別

区
（n

=5
） 

市民のアイデアや意見を計画に

反映する 
60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

ｻｲﾚﾝﾄ･ﾏｼﾞｮﾘﾃｨの声を把握する 60.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 

市民の行政への関心を高める 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

行政に対する信頼･評価等を高

める 
80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

政策･施策･事務事業などの 

円滑な実施に資する 
60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 

その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
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期待通りの

効果がある 

どちらかと
いえば期待

通りの効果
がある 

どちらかと
いえば期待

通りの効果
がない 

期待通りの

効果はない 

そもそも 
効果として

想定してい
ない 

無回答 
中

核
市

（n
=2

3）
 

市民のアイデアや意見を計画に

反映する 
8.7% 73.9% 17.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

ｻｲﾚﾝﾄ･ﾏｼﾞｮﾘﾃｨの声を把握する 4.3% 39.1% 26.1% 8.7% 21.7% 0.0% 

市民の行政への関心を高める 17.4% 65.2% 13.0% 4.3% 0.0% 0.0% 

行政に対する信頼･評価等を高

める 
4.3% 65.2% 13.0% 0.0% 17.4% 0.0% 

政策･施策･事務事業などの 

円滑な実施に資する 
4.3% 43.5% 13.0% 8.7% 30.4% 0.0% 

その他 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 95.7%  

       

 
 

 
 

期待通りの
効果がある 

どちらかと
いえば期待
通りの効果

がある 

どちらかと
いえば期待
通りの効果

がない 

期待通りの
効果はない 

そもそも 
効果として
想定してい

ない 

無回答 

一
般

市
（
n=

2
44

） 

市民のアイデアや意見を計画に

反映する 
23.0% 66.0% 6.6% 2.5% 0.4% 1.6% 

ｻｲﾚﾝﾄ･ﾏｼﾞｮﾘﾃｨの声を把握する 6.6% 49.2% 22.5% 7.0% 13.1% 1.6% 

市民の行政への関心を高める 19.7% 69.3% 7.0% 1.6% 1.2% 1.2% 

行政に対する信頼･評価等を高

める 
7.8% 65.2% 11.5% 1.6% 11.5% 2.5% 

政策･施策･事務事業などの 

円滑な実施に資する 
5.7% 49.2% 16.05 2.9% 23.8% 2.5% 

その他 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% 97.5% 
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ワークショップ・市民討議会における参加者抽出・選出方法 （４）

 全体の傾向としては、「一般公募し､すべての応募者を受け入れた」が最も高く 33.4%となっている。次い

で、「団体等に参加者の選定を依頼した」（15.4%）、「無作為抽出で依頼し､すべての同意者を受け入れた」

（13.7%）となっている。 
 一般公募で参加者を募ると回答する割合（「一般公募し､すべての応募者を受け入れた」「一般公募し､応募

者の中から抽選で選定した」「一般公募し､応募者の中から何らかの基準で審査 
し選定した」の合計）は 47.7%である。一方で、無作為抽出した上で参加者を募ると回答した割合は（「無

作為抽出で依頼し､すべての同意者を受け入れた」「無作為抽出で依頼し､同意者の中から抽選で選定した」

「無作為抽出で依頼し､同意者の中から何らかの基準で審査し選定した」の合計）は 18.5%である。 

図表 67 団体種別のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会における参加者抽出・選出方法（単一回答） 

 
 
  

13.7%

0.0%

8.3%

0.0%

8.7%

14.3%

2.4%

0.0%

40.0%

8.7%

1.2%

2.4%

16.7%

0.0%

8.7%

1.2%

33.4%

20.0%

25.0%

26.1%

35.2%

2.7%

0.0%

0.0%

8.7%

2.5%

11.6%

8.3%

40.0%

21.7%

10.7%

15.4%

20.0%

25.0%

0.0%

8.7%

16.0%

15.7%

60.0%

16.7%

20.0%

8.7%

15.6%

2.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

都道府県

政令指定都市

特別区

中核市

一般市

(n
=2

93
)

(n
=5

)
(n

=1
2)

(n
=5

)
(n

=2
3)

(n
=2

44
)

無作為抽出で依頼し､すべての同意者を受け入れた 無作為抽出で依頼し､同意者の中から抽選で選定した

無作為抽出で依頼し､同意者の中から何らかの基準で審査し選定した 一般公募し､すべての応募者を受け入れた

一般公募し､応募者の中から抽選で選定した 一般公募し､応募者の中から何らかの基準で審査し選定した

団体等に参加者の選定を依頼した その他

無回答
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ワークショップ・市民討議会の総合計画策定における実施目的 （５）

 全体の傾向としては、ワークショップ・市民討議などで提案された市民意見について、「将来像・都市像・

キャッチフレーズの策定」の参考にしていると回答する割合が最も高く 61.1%であった。次いで、「基本方

針の策定」（53.9%）、「基本施策の策定」（49.1%）となっている。 
このように、具体的な施策や計画事業の検討ではなく、将来像や都市像、ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞなど全体的な方向性

に関する検討の参考とされていることがうかがえる。 

図表 68 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会の総合計画策定における実施目的（複数回答） 

 

図表 69 団体種別のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会の総合計画策定における実施目的（複数回答） 

  

将来像･都市

像･ｷｬｯﾁﾌﾚｰ

ｽﾞの策定 

基本方針の

策定 

基本施策の

策定 

個別施策･ 

計画事業の

策定 

その他 無回答 

合計（n=293） 61.1% 53.9% 49.1% 37.9% 10.6% 0.3% 

都道府県（n=5） 80.0% 60.0% 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 

政令指定都市（n=12） 75.0% 41.7% 41.7% 16.7% 33.3% 0.0% 

特別区（n=5） 20.0% 60.0% 60.0% 60.0% 0.0% 0.0% 

中核市（n=23） 52.2% 47.8% 43.5% 39.1% 17.4% 0.0% 

一般市（n=244） 61.5% 54.5% 49.2% 38.1% 9.4% 0.4% 

 
  

61.1%

53.9%

49.1%

37.9%

10.6%

0.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

将来像･都市像･ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞの策定

基本方針の策定

基本施策の策定

個別施策･計画事業の策定

その他

無回答

(n=293) 
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ワークショップ・市民討議会の市民意見の活用方法に関する周知状況 （６）

 全体の傾向としては、「説明している」と回答する割合は 87.4%である。周知の方法については、「開催当

日に口頭で説明している」が最も高く 76.2%となっている。 

図表 70 団体種別のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会の市民意見の活用方法に関する周知の有無（単一回答） 

 

図表 71 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会の市民意見の活用方法に関する周知の方法（複数回答） 

 
 

図表 72 団体種別のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会の市民意見の活用方法に関する周知の方法（複数回答） 

  

開催前に送付

する文書で説

明している 

開催当日に口

頭で説明して

いる 

開催後に送付

する文書で説

明している 

設置要綱等で

説明している 
無回答 

合計（n=256） 45.7% 76.2% 16.0% 9.0% 1.2% 

都道府県（n=5） 60.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 

政令指定都市（n=11） 63.6% 90.9% 9.1% 9.1% 0.0% 

特別区（n=4） 25.0% 75.0% 25.0% 25.0% 0.0% 

中核市（n=21） 47.6% 71.4% 23.8% 9.5% 0.0% 

一般市（n=211） 44.5% 76.3% 15.6% 9.0% 1.4% 

  

87.4%

100.0%

91.7%

80.0%

91.3%

86.5%

12.3%

8.3%

20.0%

8.7%

13.1%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

都道府県

政令指定都市

特別区

中核市

一般市

(n
=2

93
)

(n
=5

)
(n

=1
2)

(n
=5

)
(n

=2
3)

(n
=2

44
)

説明している 説明していない 無回答

45.7%

76.2%

16.0%

9.0%

1.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

開催前に送付する文書で説明している

開催当日に口頭で説明している

開催後に送付する文書で説明している

設置要綱等で説明している

無回答

(n=256) 
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ワークショップ・市民討議会で提案された市民意見の活用方法 （７）

 全体の傾向としては、「委員会・審議会等の議論する際の参考資料にしている」が最も高く 74.1%となっ

ている。次いで、「所管部課内で議論する際の参考資料としている」（61.8%）、「計画の巻末資料等に記載し

ている」（21.5%）となっている。このように、ワークショップ・市民討議会で提案された市民意見について

は、そのまま計画に記載される割合は少なく、委員会・審議会や所管部課内で議論する際の参考資料として

活用されていることがうかがえる。 

図表 73 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会で提案された市民意見の活用方法（複数回答） 

 
 

図表 62 団体種別のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会で提案された市民意見の活用方法（複数回答） 

  
計画の本旨･本文に 

そのまま記載している 

計画にｺﾗﾑ等を設けて

記載している 

計画の巻末資料等に記

載している 

委員会･審議会などの

議論する際の参考資料

にしている 

合計（n=293） 7.2% 8.2% 21.5% 74.1% 

都道府県（n=5） 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 

政令指定都市（n=12） 0.0% 8.3% 0.0% 75.0% 

特別区（n=5） 0.0% 0.0% 20.0% 100.0% 

中核市（n=23） 4.3% 8.7% 21.7% 56.5% 

一般市（n=244） 8.2% 8.6% 22.5% 75.0% 
     

  

所管部課内で議論する

際の参考資料にして 

いる 

特に計画策定には活用

していない 
その他 無回答 

合計（n=293） 61.8% 0.7% 8.2% 1.0% 

都道府県（n=5） 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 

政令指定都市（n=12） 83.3% 0.0% 33.3% 0.0% 

特別区（n=5） 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

中核市（n=23） 47.8% 0.0% 8.7% 0.0% 

一般市（n=244） 61.5% 0.8% 7.4% 0.8% 

  

7.2%

8.2%

21.5%

74.1%

61.8%

0.7%

8.2%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

計画の本旨･本文にそのまま記載している

計画にｺﾗﾑ等を設けて記載している

計画の巻末資料等に記載している

委員会･審議会などの議論する際の参考資料にしている

所管部課内で議論する際の参考資料にしている

特に計画策定には活用していない

その他

無回答

(n=293) 
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ワークショップ・市民討議会を実施する上で直面している課題 （８）

 全体の傾向としては、「十分な参加者が集まらない」の割合が最も高く 54.6%となっている。次いで、「参

加者が固定している」（48.8%）、「要する時間や労力に見合う効果がでない」（20.8%）となっている。このよ

うに、参加者の募集について、質・量の両面で課題を抱えていることがうかがえる。その他、実施方法に係

るノウハウや経験の不足や、職員の中での市民参加に対する意識醸成の難しさが挙げられている。 

図表 74 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会を実施する上で直面している課題（複数回答） 

 
  

54.6%

48.8%

14.3%

7.8%

11.9%

2.4%

3.1%

20.8%

5.1%

8.2%

4.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

十分な参加者が集まらない

参加者が固定化している

市民参加の方法に関してﾉｳﾊｳや経験がない

市民参加によって得られた意見の活用方法が分からない

職員の中で市民参加の意義に対する理解が深まっていない

市民参加に関する担当部署が確立していない

市民参加に必要な財源が十分に確保できていない

要する時間や労力に見合う効果がでない

市民参加を規定するﾙｰﾙ等が不明である

その他

無回答

(n=293) 
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図表 75 団体種別にみたﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・市民討議会を実施する上で直面している課題（複数回答） 

  
十分な参加者が集
まらない 

参加者が固定
化している 

市民参加の方

法に関してﾉｳﾊ
ｳや経験がない 

市民参加によっ
て得られた意見
の活用方法が分

からない 

職員の中で市民
参加の意義に対
する理解が深ま

っていない 

市民参加に関
する担当部署
が確立してい

ない 

合計 
(n=293) 

54.6% 48.8% 14.3% 7.8% 11.9% 2.4% 

都道府県 

(n=5) 
0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

政令指定都市 

(n=12) 
8.3% 25.0% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 

特別区 
(n=5) 

40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

中核市 
(n=23) 

52.2% 21.7% 21.7% 8.7% 13.0% 4.3% 

一般市 
(n=244) 

58.2% 53.7% 14.3% 8.6% 12.7% 2.0% 

       
  

市民参加に必要な
財源が十分に確保

できていない 

要する時間や
労力に見合う

効果がでない 

市民参加を規
定するﾙｰﾙ等が

不明である 

その他 無回答 
 

合計 
(n=293) 

3.1% 20.8% 5.1% 8.2% 4.4% 

 
都道府県 
(n=5) 

20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 

 
政令指定都市 
(n=12) 

0.0% 8.3% 0.0% 16.7% 25.05 

 
特別区 

(n=5) 
0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 

 
中核市 

(n=23) 
4.3% 26.1% 4.3% 13.0% 4.3% 

 
一般市 
(n=244) 

2.9% 21.7% 5.7% 6.6% 2.5% 
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総合計画策定における市民参加手法に関する傾向（まとめ） （９）

■総合計画策定における市民意見の収集方法として「パブリックコメント」「市民アンケート調査」が多い。

また、情報発信の方法としては、「広報紙・チラシによる情報提供」の割合が高い 

・総合計画策定における市民参加手法として、最も多く実施されているのは「パブリックコメント」（96.6%）、

「市民アンケート調査」（92.5%）である。 
・また、情報発信の方法は、「広報誌、チラシによる情報提供」の割合が 80.6%と最も高い。 
■現在実施されている市民参加の取組みの多くが、引き続き実施したいと考えられている 

・「市政モニター制度」「ワークショップ・市民討議会」以外では、いずれも９割を超えている。 
■「ワークショップ・市民討議会」は約６割の団体で実施されており、その内８割強の団体が引き続き実施

したいと回答している 

・「ワークショップワークショップ・市民討議会」を実施していると回答する割合は 58.0%である。 
・「ワークショップ・市民討議会」を引き続き実施していきたいと回答する割合は、85.7%である。 
■「ワークショップﾟ・市民討議会」の効果として、行政への関心喚起や市民のアイデアや意見の計画への

反映が挙げられる。一方で、サイレントマジョリティの声の把握といった点で期待された効果が得られ

ていない 

・「期待通りの効果がある」「どちらかといえば期待通りの効果がある」と回答する割合を合わせると、「市

民の行政への関心を高める」が 89.1%で最も高く、次いで、「市民のアイデアや意見を計画に反映する」

（89.0%）である。 
・一方、「サイレントマジョリティの声を把握する」については期待通りの効果が得られていないと回答す

る割合が高い傾向にある。 
■「ワークショップ・市民討議会」を実施する上で、参加者の選出方法について、一般公募で募るが５割程

度であり、無作為抽出は２割程度である 

・「一般公募し､すべての応募者を受け入れた」が最も高く 33.4%となっている。次いで、「団体等に参加者

の選定を依頼した」（15.4%）、「無作為抽出で依頼し､すべての同意者を受け入れた」（13.7%）となってい

る。 
■「ワークショップ・市民討議会」で提案された意見は、将来像・都市像・キャッチフレーズﾞの策定に活

用される場合が最も多い 

・「将来像・都市像・キャッチフレーズの策定」の参考にしていると回答する割合が最も高く 61.1%であっ

た。次いで、「基本方針の策定」（53.9%）、「基本施策の策定」（49.1%）となっている。 
■「ワークショップ・市民討議会」で提案された意見の活用方法に関する周知状況としては、９割近い団体

が周知している。周知方法としては、開催当日に口頭で説明しているが最も多い 

・「説明している」と回答する割合は 87.4%である。周知の方法については、「開催当日に口頭で説明してい

る」が最も高く 76.2%となっている。 
■「ワークショップ・市民討議会」で提案された意見の活用方法としては委員会・審議会や所管部課内で議

論する際の参考資料として活用される場合が多い 

・「委員会・審議会等の議論する際の参考資料にしている」が 74.1%で最も高く、次いで、「所管部課内で議

論する際の参考資料としている」（61.8%）となっている。 
■「ワークショップ・市民討議会」を実施する上で、参加者の募集において質・量ともに課題を抱えている 

・直面している課題として、「十分な参加者が集まらない」（54.6%）や「参加者が固定化している」（48.8%）
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を挙げる割合が高い。 
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６．エビデンスに基づく政策形成（ＥＢＰМ）について 

ＥＢＰМの推進に向けた取組 （１）

 全体の傾向としては、ＥＢＰМを推進していると回答する割合は 5.9%に留まる。一方で、「関心はあるが

具体的な検討に至っていない」と回答する割は 64.8%に上り、関心の高さがうかがえる。このように、多く

の団体が関心を持っている一方、推進に向けた具体的な取組にはつながっていないのが現状といえる。 
 団体種別に見ると、「都道府県」「政令指定都市」「特別区」で、現時点でＥＢＰМに関して具体的な取組

や検討を行っている団体の割合（「推進している」「具体的な検討を進めている」の合計）が全体と比較して

高くなっている。 

図表 76 EBPM 推進の取組状況（単一回答） 

 

 
  

5.9%

21.2%

28.6%

27.3%

6.3%

3.4%

3.2%

9.1%

7.1%

18.2%

6.3%

2.0%

64.8%

57.6%

57.1%

45.5%

68.8%

65.9%

25.1%

3.0%

7.1%

9.1%

15.6%

28.7%

1.0%

9.1%

0.0%

0.0%

3.1%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

都道府県

政令指定都市

特別区

中核市

一般市
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05
)
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=3

3)
(n

=1
4)

(n
=1

1)
(n

=3
2)

(n
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08
)

推進している 具体的な検討を進めている 関心はあるが具体的な検討に至っていない 関心はない 無回答
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施策効果の検証に活用している統計的手法 （２）

 すでにＥＢＰМの推進に向けて具体的な取組や検討を行っている団体（問 32 で選択肢１又は２を回答）

において、施策効果の検証のために活用されている統計的手法としては、「成果指標の前後比較」（84.8%）

や「成果指標のﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ」（34.8%）と回答する割合が高い。 

図表 77 施策効果の検証に活用している統計的手法（複数回答） 

 

図表 78 団体種別の施策効果の検証に活用している統計的手法（複数回答） 

  ﾗﾝﾀﾞﾑ化比較実験 
ﾗﾝﾀﾞﾑ化しない前

向きのｺﾝﾄﾛｰﾙ研究 
差分の差分分析 回帰分断ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

後ろ向きの 

ｺﾎｰﾄ研究 

合計（n=46） 0.0% 2.2% 0.0% 2.2% 8.7% 

都道府県（n=10） 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 

政令指定都市（n=5） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 

特別区（n=5） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 

中核市（n=4） 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

一般市（n=22） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 

 

     
  

施策実施群内 

での比較 

成果指標の前後 

比較 

成果指標の 

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ 
その他 無回答 

合計（n=46） 8.7% 84.8% 34.8% 13.0% 2.2% 

都道府県（n=10） 0.0% 80.0% 40.0% 10.0% 10.0% 

政令指定都市（n=5） 0.0% 100.0% 20.0% 0.0% 0.0% 

特別区（n=5） 40.0% 100.0% 80.0% 20.0% 0.0% 

中核市（n=4） 0.0% 75.0% 50.0% 25.0% 0.0% 

一般市（n=22） 9.1% 81.8% 22.7% 13.6% 0.0% 

  

0.0%

2.2%

0.0%

2.2%

8.7%

8.7%

84.8%

34.8%

13.0%

2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

ﾗﾝﾀﾞﾑ化比較実験

ﾗﾝﾀﾞﾑ化しない前向きのｺﾝﾄﾛｰﾙ研究

差分の差分分析

回帰分断ﾃﾞｻﾞｲﾝ

後ろ向きのｺﾎｰﾄ研究

施策実施群内での比較

成果指標の前後比較

成果指標のﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ

その他

無回答

(n=46) 
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ＥＢＰМを推進する上での課題 （３）

 全体の傾向としては、「手法に関するノウハウ・知識が足りない」が 82.8%で最も高くなっている。次い

で「事例集など参考になる情報が足りない」（36.6%）となっている。 
 このように、ＥＢＰМに関するノウハウ・知識の獲得や参考となる事例の収集に関して課題を抱えている

ことがうかがえる。また、その他にもノウハウ・知識を持つ専門家とのネットワークや、効果検証等を実施

する上で必要な人手、庁内におけるＥＢＰМの必要性に対する理解などが不足していることが課題として挙

げられている。 

図表 79  EBPM を進めていく上での課題（複数回答） 

 
図表 80  団体種別の EBPM を進めていく上での課題（複数回答） 

  

手法に関するﾉ

ｳﾊｳ･知識が足

りない 

事例集など参

考になる情報

が足りない 

研究者等の専

門家とのﾈｯﾄﾜｰ

ｸが足りない 

予算が足り 

ない 

人手が足り 

ない 

庁内の理解が

足りない 

合計（n=505） 82.8% 36.6% 22.6% 11.5% 25.5% 22.8% 

都道府県

（n=33） 
78.8% 42.4% 30.3% 9.1% 6.1% 12.1% 

政令指定都市

（n=14） 
92.9% 57.1% 28.6% 0.0% 21.4% 14.3% 

特別区（n=11） 90.9% 54.5% 45.5% 0.0% 0.0% 27.3% 

中核市（n=32） 84.4% 43.8% 28.1% 3.1% 21.9% 21.9% 

一般市（n=408） 82.6% 34.6% 20.8% 13.0% 28.4% 24.0% 
       

  
議会の理解が

足りない 

市民の理解が

足りない 
分からない その他 無回答 

 

合計（n=505） 1.8% 2.0% 7.1% 1.6% 6.7% 

 都道府県

（n=33） 
0.0% 0.0% 3.0% 9.1% 9.1% 

 政令指定都市

（n=14） 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 

 特別区（n=11） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 

 中核市（n=32） 3.1% 3.1% 6.3% 6.3% 3.1% 

 一般市（n=408） 2.0% 2.2% 8.1% 0.7% 6.4% 

 

82.8%

36.6%

22.6%

11.5%

25.5%

22.8%

1.8%

2.0%

7.1%

1.6%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

手法に関するﾉｳﾊｳ･知識が足りない

事例集など参考になる情報が足りない

研究者等の専門家とのﾈｯﾄﾜｰｸが足りない

予算が足りない

人手が足りない

庁内の理解が足りない

議会の理解が足りない

市民の理解が足りない

分からない

その他

無回答

(n=505) 
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ＥＢＰМに関する傾向（まとめ） （４）

■多くの団体でＥＢＰМに関心はある一方で、現在具体的な取組や検討を行っている団体は 1割にも満たな

い  

・ＥＢＰМを推進していると回答する割合は 5.9%に留まる。 
・「関心はあるが具体的な検討に至っていない」と回答する割は 64.8%に上り、関心の高さがうかがえる。 
■現在実施されているＥＢＰМの取組は「成果指標の前後比較」や「成果指標のﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ」が多い 

・施策効果の検証のために活用されている統計的手法としては、「成果指標の前後比較」（84.8%）や「成果

指標のベンチマーキング」（34.8%）と回答する割合が高い。 
・一方で、「ランダム化比較実験」など実証実験を伴う取組を実施している団体はほぼない。 
■ＥＢＰМを推進する上での課題として、ノウハウや知識、参考となる事例などの不足が挙げられている 

・全体の傾向としては、「手法に関するノウハウ・知識が足りない」が 82.8%で最も高くなっている。次い

で「事例集など参考になる情報が足りない」（36.6%）となっている。 
・その他にも、ノウハウ・知識を持つ専門家とのネットワークや、効果検証等を実施する上で必要な人手、

庁内におけるＥＢＰМの必要性に対する理解などが不足していることが課題として挙げられている。  
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７．働き方改革について 

働き方改革の効果 （１）

 時間外勤務時間における、過去３年間（平成 25 年度から 28 年度）の成果について、「増加している」と

回答する割合は 38.8%であり、「減少している」（28.1%）よりも高くなっている。団体種別では、「都道府

県」で「減少している」と回答する割合が「増加している」と回答する割合より高い一方で、その他の団体

種別では「増加している」と回答する割合が高くなっている。 
 年次有給取得率における、過去３年間（平成 25 年度から 28 年度）の成果について、「変わらない」と回

答する割合が 50.5%で最も高い。団体種別では、「都道府県」「政令指定都市」「特別区」「中核市」におい

て「増加している」と回答する割合が高い一方で、「一般市」は「変わらない」と回答する割合が高い。 
 管理職の女性割合における、過去３年間（平成 25 年度から 28 年度）の成果について、「増加している」

と回答する割合が 64.0%で最も高い。いずれの団体種別も「増加している」と回答する割合が最も高いが、

「一般市」において「変わらない」と回答する割合は全体の割合と比較して高くなっている。 
 男性の育児休暇取得率における、過去３年間（平成 25 年度から 28 年度）の成果について、「変わらない」

と回答する割合が 55.6%で最も高い。団体種別では、「都道府県」「政令指定都市」「特別区」「中核市」で

は、「増加している」と回答する割合が高い一方で、「一般市」では「変わらない」と回答する割合が高い。 
図表 81 働き方改革の効果（単一回答） 

 
  

28.1%

13.9%

7.5%

4.0%

31.1%

50.5%

26.9%

55.6%

38.8%

33.9%

64.0%

39.0%

2.0%

1.8%

1.6%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

時間外勤務時間

年次有給休暇取得率

管理職の女性割合

男性の育児休暇取得率

(n=505) 

減少している 変わらない 増加している 無回答
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図表 82 団体種別の働き方改革の効果（単一回答） 

   減少している 変わらない 増加している 無回答 

時
間
外
勤
務
時
間 

合計（n=505） 28.1% 31.1% 38.8% 2.0% 

都道府県（n=33） 45.5% 24.2% 27.3% 3.0% 

政令指定都市（n=14） 28.6% 28.6% 35.7% 7.1% 

特別区（n=11） 9.1% 27.3% 54.5% 9.1% 

中核市（n=32） 34.4% 25.0% 37.5% 3.1% 

一般市（n=408） 26.7% 32.6% 39.7% 1.0% 
      

  増加している 変わらない 減少している 無回答 

年
次
有
給
休
暇 

取
得
率 

合計（n=505） 33.9% 50.5% 13.9% 1.8% 

都道府県（n=33） 57.6% 42.4% 0.0% 0.0% 

政令指定都市（n=14） 78.6% 14.3% 0.0% 7.1% 

特別区（n=11） 63.6% 9.1% 18.2% 9.1% 

中核市（n=32） 56.3% 34.4% 6.3% 3.1% 

一般市（n=408） 27.5% 55.6% 15.9% 1.0% 
      

  増加している 変わらない 減少している 無回答 

管
理
職
の 

女
性
割
合 

合計（n=505） 64.0% 26.9% 7.5% 1.6% 

都道府県（n=33） 97.0% 0.0% 3.0% 0.0% 

政令指定都市（n=14） 92.9% 0.0% 0.0% 7.1% 

特別区（n=11） 45.5% 27.3% 18.2% 9.1% 

中核市（n=32） 84.4% 6.3% 6.3% 3.1% 

一般市（n=408） 59.1% 32.1% 8.1% 0.7% 
      

  増加している 変わらない 減少している 無回答 

男
性
の
育
児
休
暇 

取
得
率 

合計（n=505） 39.0% 55.6% 4.0% 1.4% 

都道府県（n=33） 84.8% 15.2% 0.0% 0.0% 

政令指定都市（n=14） 85.7% 7.1% 0.0% 7.1% 

特別区（n=11） 54.5% 27.3% 18.2% 0.0% 

中核市（n=32） 71.9% 25.0% 0.0% 3.1% 

一般市（n=408） 30.6% 64.2% 4.4% 0.7% 
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働き方改革の推進に向けた検討・推進体制 （２）

 全体の傾向としては、「人事課を中心とした検討・推進」の割合が最も高く 75.2%となっている。次いで

「部署横断的な会議体の設置による検討・推進」（22.8%）、「管理職も含めた部署単位での検討・推進」（19.4%）

となっている。 
団体種別に見ると、「政令指定都市」において「部署横断的な会議体の設置による検討・推進」と回答す

る割合が高くなっている。 

図表 83 働き方改革の検討･推進体制の構築状況（複数回答） 

 

図表 84 団体種別の働き方改革の検討･推進体制の構築状況（複数回答） 

  

 

人事課を中心とし

た検討･推進 

現場職員同士の

検討･推進 

管理職も含めた

部署単位での検

討･推進 

外部専門家･ｺﾝｻ

ﾙﾀﾝﾄを含めた検

討･推進 

部署横断的な会議体

の設置による検討･ 

推進 

合計（n=505） 75.2% 10.9% 19.4% 3.6% 22.8% 

都道府県（n=33） 69.7% 33.3% 54.5% 3.0% 66.7% 

政令指定都市（n=14） 50.0% 28.6% 35.7% 28.6% 57.1% 

特別区（n=11） 81.8% 27.3% 27.3% 0.0% 36.4% 

中核市（n=32） 68.8% 18.8% 31.3% 3.1% 34.4% 

一般市（n=408） 77.2% 7.4% 15.0% 2.9% 16.9% 
      

  
首長等ﾄｯﾌﾟによる

検討･推進 

検討･推進体制は

構築していない 
その他 無回答 

 

合計（n=505） 13.3% 10.1% 3.8% 0.6% 

 都道府県（n=33） 33.3% 0.0% 9.1% 0.0% 

 政令指定都市（n=14） 28.6% 0.0% 21.4% 0.0% 

 特別区（n=11） 27.3% 9.1% 18.2% 0.0% 

 中核市（n=32） 12.5% 6.3% 3.1% 0.0% 

 一般市（n=408） 10.8% 11.8% 2.5% 0.0%  

 
  

75.2%

10.9%

19.4%

3.6%

22.8%

13.3%

10.1%

3.8%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

人事課を中心とした検討･推進

現場職員同士の検討･推進

管理職も含めた部署単位での検討･推進

外部専門家･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄを含めた検討･推進

部署横断的な会議体の設置による検討･推進

首長等ﾄｯﾌﾟによる検討･推進

検討･推進体制は構築していない

その他

無回答

(n=505) 
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働き方改革の推進に向けた職員の意識・意向の把握 （３）

 全体の傾向としては、「全職員対象のアンケート」の割合が最も高く 37.8%となっている。 
 団体種別に見ると、「政令指定都市」「特別区」で「女性職員等による座談会」と回答する割合が高くなっ

ている。 

図表 85 働き方改革の推進に向けた職員の意識･意向の把握方法（複数回答） 

 
図表 86 団体種別の働き方改革の推進に向けた職員の意識･意向の把握方法（複数回答） 

  
女性職員対象の 

ｱﾝｹｰﾄ 

育児･介護休暇 

取得者対象の 

ｱﾝｹｰﾄ 

管理職対象の 

ｱﾝｹｰﾄ 

全職員対象の 

ｱﾝｹｰﾄ 

女性職員等 

による座談会 

合計（n=505） 4.6% 4.0% 3.2% 37.8% 13.3% 

都道府県（n=33） 9.1% 6.1% 6.1% 66.7% 15.2% 

政令指定都市

（n=14） 
21.4% 7.1% 14.3% 57.1% 64.3% 

特別区（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 36.4% 36.4% 

中核市（n=32） 3.1% 9.4% 9.4% 53.1% 15.6% 

一般市（n=408） 3.7% 3.2% 1.7% 33.8% 10.5% 

      
  ﾒﾝﾀｰ制度 

ｷｬﾘｱ形成･昇任

に関する相談 
その他 無回答 

 

合計（n=505） 9.9% 5.0% 36.2% 16.2% 

 都道府県（n=33） 12.1% 12.1% 42.4% 0.0% 

 政令指定都市

（n=14） 
28.6% 14.3% 28.6% 0.0% 

 特別区（n=11） 18.2% 18.2% 45.5% 0.0% 

 中核市（n=32） 3.1% 3.1% 37.5% 9.4% 

 一般市（n=408） 9.3% 3.9% 36.3% 18.6% 

   

4.6%

4.0%

3.2%

37.8%

13.3%

9.9%

5.0%

36.2%

16.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

女性職員対象のｱﾝｹｰﾄ

育児･介護休暇取得者対象のｱﾝｹｰﾄ

管理職対象のｱﾝｹｰﾄ

全職員対象のｱﾝｹｰﾄ

女性職員等による座談会

ﾒﾝﾀｰ制度

ｷｬﾘｱ形成･昇任に関する相談

その他

無回答

(n=505) 
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働き方改革の取組における目標設定 （４）

 全体の傾向としては、「全庁的に取り組むべき目標のみ設定されている」の割合が最も高く 42.6%となっ

ている。次いで「目標は設定されていない」（36.4%）となっている。 
 団体種別に見ると、「都道府県」「政令指定都市」において「部署が主体的に検討･議論して目標を設定し

ている」、「特別区」「中核市」において「全庁的に取り組むべき目標のみ設定されている」と回答する割合

が高くなっている。 

図表 87 働き方改革:取組の目標の設定（単一回答） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

42.6%

27.3%

35.7%

63.6%

53.1%

43.4%

8.1%

15.2%

7.1%

0.0%

3.1%

8.1%

10.5%

39.4%

42.9%

12.5%

7.1%

36.4%

15.2%

14.3%

36.4%

31.3%

39.5%

2.4%

3.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計

都道府県

政令指定都市

特別区

中核市

一般市

(n
=5

05
)

(n
=3

3)
(n

=1
4)

(n
=1

1)
(n

=3
2)

(n
=4

08
)

全庁的に取組むべき目標のみ設定されている 部署で取組むべき目標が決められている

部署が主体的に検討･議論して目標を設定している 目標は設定されていない

無回答
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働き方改革における人事評価の仕組み （５）

全体の傾向としては、「評価される仕組みはない」の割合が最も高く 50.7%となっている。次いで「個人

が評価される仕組みがある」（39.6%）、「管理職が評価される仕組みがある」（25.7%）となっている。 
 団体種別では、「特別区」「一般市」で「評価される仕組みはない」と回答する割合が高くなっている。 

図表 88 働き方改革における人事評価の仕組み（複数回答） 

 

 

図表 89 団体種別：働き方改革:個人･部署の評価の仕組み （複数回答） 

  
個人が評価される

仕組みがある 

管理職が評価さ

れる仕組みがある 

部署が評価される

仕組みがある 

評価される仕組み

はない 
無回答 

合計（n=505） 39.6% 25.7% 11.3% 50.7% 1.6% 

都道府県（n=33） 75.8% 78.8% 36.4% 6.1% 0.0% 

政令指定都市（n=14） 78.6% 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 

特別区（n=11） 36.4% 36.4% 9.1% 54.5% 0.0% 

中核市（n=32） 53.1% 40.6% 34.4% 37.5% 0.0% 

一般市（n=408） 34.8% 18.6% 6.9% 57.6% 1.2% 
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働き方改革に関する傾向（まとめ） （６）

■時間外勤務時間について過去３年間（平成 25年～28 年度）の間で「増加している」と回答する割合が「減

少している」と回答する割合よりも高い。また、「年次有給取得率」や「男性の育児休暇取得率」につい

ては「変わらない」と回答する割合が高い。一方、管理職の女性割合は、「増加している」と回答する割

合が高くなっている 

・時間外勤務時間における、過去３年間（平成 25 年度から 28 年度）の成果について、「増加している」と

回答する割合が 38.8%で最も高い。 
・年次有給取得率における、過去３年間（平成 25 年度から 28 年度）の成果について、「変わらない」と回

答する割合が 50.5%で最も高い。 
・管理職の女性割合における、過去３年間（平成 25 年度から 28 年度）の成果について、「増加している」

と回答する割合が 64.0%で最も高い。 
・男性の育児休暇取得率における、過去３年間（平成 25 年度から 28 年度）の成果について、「変わらない」

と回答する割合が 55.6%で最も高い。 
■現在実施されている働き方改革の推進体制として「人事課を中心とした検討・推進」を挙げる割合は７割

を超える 

・「人事課を中心とした検討・推進」の割合が最も高く 75.2%となっている。次いで「部署横断的な会議体

の設置による検討・推進」（22.8%）である。 
■働き方改革に関する職員の意識・意向の把握手段としては、全職員を対象にしたアンケート調査を実施し

ている割合が最も高い 

・全体の傾向としては、「全職員対象のアンケート」の割合が最も高く 37.8%となっており、女性や育児・

介護休暇取得者、管理職など一部の職員を対象にした意見把握ではなく、全職員を対象にした調査を実施

している団体が多いことがうかがえる。 
■働き方改革の取組における目標設定として「全庁的に取り組むべき目標のみ設定されている」場合が多い。

また、目標自体設定していない割合も 3割強に上る。 

・全体の傾向としては、「全庁的に取り組むべき目標のみ設定されている」の割合が最も高く 42.6%となっ

ている。 
・一方、「目標は設定されていない」と回答する割合は 36.4%となっている。 
■働き方改革の取組を人事評価に反映される仕組みはないと回答する割合は約５割である。反映される仕組

みがある場合には「個人が評価される仕組み」が最も多い 

・「評価される仕組みはない」の割合が最も高く 50.7%となっている。 
・評価が反映される仕組みがある場合には、「個人が評価される仕組みがある」と回答する割合が 39.6%で

あり、「管理職が評価される仕組みがある」（25.7%）、「部署が評価される仕組みがある」（11.3%）よりも

高くなっている。 
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